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１ ． と も に育ち、 と も に学ぶために～インク ルーシブ教育の推進～

（ １ ） 　 総合的な相談体制の充実

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

関係機関と 連携し 、 総合的な相談

体制を構築し ます。

発達サポー

ト センタ ー

相談事業

（ 子ども の発

達・ 何でも 相

談）

各種専門職によ る発達相談や発達検査を実施し 、

必要に応じ て、 保護者の同意を得たう えで、 医療

機関、 関係各課と 情報共有等の連携を取るこ と が

できるよ う 体制を整備し ている。 また、 相談時に

学校や園の教職員の同席を促し 、 保護者と 学校・

園が連携し て支援を行う こ と ができる体制の構築

に努めた。

　 関係機関と 連携を取るこ と ができた相談の割合

　 　 R6　 95.0％

　 　 R7　 95.8％

Ａ
引き続き、 関係機関等と 連携し 、 総合的な相談

体制を維持する。

小・ 中・ 義務教育学校では、 学校

や児童生徒の実態に応じ てスク ー

ルカウンセラ ー等によ る相談を実

施し ます。

学校教育課
スク ールカウン

セラ ー配置事業

令和６ 年度、 ７ 年度と も にスク ールカウンセラ ー

5名配置。 社学園中、 滝野中、 東条学園、 社学園

小、 滝野東小を拠点に、 連携校も 含めて市内全て

の学校で教育相談を実施し た。

　 R6　 相談件数： 延1,228回

　  　 　 相談人数： 延1,507人

　 R7　 相談件数： 延1,130回

　 　 　  相談人数： 延1,400人

Ａ

市内全ての学校において、 児童生徒・ 保護者の

心の健康保持およ び教育相談体制のさ ら なる充

実に努める。

健康課 母子保健事業

各種健診事業等において、 発達サポート センタ ー

での相談を希望さ れた場合に、 速やかに繋がるよ

う 体制を整えた。 また、 発達サポート センタ ーと

2か月に1回検討会を実施し 、 発達サポート セン

タ ーに繋がったケース等について、 密に連携でき

る体制を整えた。

　 検討会開催回数

　 　 R6　 6回

　 　 R7　 6回

Ａ

保護者が希望し たり 、 相談が必要と 判断し た場

合には、 発達サポート センタ ー等に繋いだり 、

紹介をするこ と が出来た。 検討会では、 支援が

必要なケースについて発達サポート センタ ーと

情報共有や今後の方向性を検討するこ と ができ

た。 引き続き、 保護者が相談し たい時に速やか

に対応できる体制を整える。

発達サポー

ト センタ ー
ー

健康課と の検討会を定期的に実施し 、 子ども の発

達等について相談を希望さ れた保護者に対し 、 速

やかに相談対応ができるよ う 連携を図った。

　 検討会実施回数

　 　  R6　 6回

　 　  R7　 6回

Ａ
引き続き健康課と 連携し 、 保護者が相談し たい

場合に速やかに対応できる体制を維持する。

①
子ども の発達

と 心の相談

各種健診事業等で保護者から あっ

た相談に対し 、 関係機関が連携

し 、 速やかに対応できる相談体制

を整えます。

②

早期から 相談

し やすい体制

づく り
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１ ． と も に育ち、 と も に学ぶために～インク ルーシブ教育の推進～

（ １ ） 　 総合的な相談体制の充実

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

健康課 母子保健事業

医療的ケア児やダウン症等の医療的な支援が必要

な児に対し て、 早期から 保護者と 面談等を行っ

た。 また、 病院の退院カンファ レンスへの参加や

地域での生活が円滑に出来るよ う 関係機関と 連携

する体制を整え、 支援を行った。

Ａ
保護者の不安や心配に寄り 添いながら 、 地域で

の生活を送れるよ う な支援を引き続き行う 。

発達サポー

ト センタ ー
相談事業

保護者が気軽に相談できるよ う 、 子ども を遊ばせ

ながら 相談ができる「 はぴあプラ ザ」 を実施し

た。 また、 健康課の乳幼児健診で発達サポート セ

ンタ ーの周知や紹介を行い、 早期支援につながる

よ う 取り 組んだ。

Ａ
引き続き、 健康課と 連携を図り 、 早期支援につ

ながるよ う 努める。

③

早期から 相談

し やすい体制

づく り

医療、 福祉、 教育等の関係機関と

連携し 、 早期支援につながる相談

体制の充実を図り ます。

社会福祉課
障害者相談支援

事業

R6年4月から 社会福祉課内に基幹相談支援室を設

置。 関係機関と 連携し 、 障害のある方やその家

族・ 支援者から の総合的・ 専門的な相談に応じ 支

援を行った。

　 相談延件数

　 　 R6　 2,629件

　 　 R7　 2,907件

Ａ
引き続き相談窓口の周知をはかり 、 早期支援に

つながる相談体制の充実を図る。

医療、 福祉、 教育等の関係機関と

連携し 、 早期支援につながる相談

体制の充実を図り ます。

②

早期から 相談

し やすい体制

づく り
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１ ． と も に育ち、 と も に学ぶために～インク ルーシブ教育の推進～

（ ２ ） 　 インク ルーシブ教育の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

学校教育課 ―

発達サポート センターと の密な連携を図り 、 児童生

徒や保護者の意向を踏まえた上で、 円滑な就学に向

けた学校見学の実施や、 個別のニーズに応じた必要

な支援体制についての情報共有および協議を行っ

た。

Ａ

引き続き関係機関と の緊密な連携のも と 、 支援

を必要と する児童生徒一人ひと り に寄り 添った

支援体制のさ ら なる充実に努めていく 。

発達サポー

ト センター
巡回相談事業

発達サポート センターの職員や、 北はり ま特別支援

学校のコーディ ネーター、 専門家が学校・ 園を訪問

し、 子ども 一人ひと り に応じた合理的配慮等の助言

を行う こ と で、 支援体制の充実を図った。

　 個別学校巡回

　 　 R6　 1回

　 　 R7　 0回

　 専門家派遣型教育相談

　 　 R6　 14回

　 　 R7　 15回

Ｂ

引き続き、 各巡回相談事業を実施し、 支援が必

要な児童生徒への支援体制の充実に努める。

また、 個別学校巡回の利用申込が少ないため、

学校への周知を強化し、 利用促進に取り 組む。

学校・ 園等への巡回相談を実施

し、 指導、 助言を行います。

発達サポー

ト センター

巡回相談事業

（ 定期学校巡回

相談、 定期園巡

回相談）

学校や園に発達サポート センターの職員が訪問し、

支援が必要な子ども たちへの支援方法や関わり 方等

の指導、 助言を行った。

　 定期学校巡回相談

　 　 R6　 10校

　 　 R7　   6校

　 定期園巡回相談

　 　 R6　 15園

　 　 R7　 13園

　 ※R7年度から の社学園小学校の開設に伴い、 R6

    年度末で小学校4校、 こ ども 園2園が閉校（ 園）

Ａ
引き続き、 定期巡回相談を実施し、 支援の必要

な子ども への支援体制の充実に努める。

特別支援教育におけるセンター的

役割を担っている北はり ま特別支

援学校や関係機関と 連携し、 特別

な支援を必要と する児童生徒に対

して、 一人ひと り の教育的ニーズ

に応じた合理的配慮を行い、 支援

の必要な児童生徒への支援体制充

実に努めます。

①
特別支援教育

等の推進
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１ ． と も に育ち、 と も に学ぶために～インク ルーシブ教育の推進～

（ ２ ） 　 インク ルーシブ教育の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

サポート ファ イルの重要性や活用

方法について、 関係機関へ周知を

し、 サポート ファ イルの作成を促

進します。

発達サポー

ト センター
―

各学校・ 園の特別支援教育コーディ ネーターの会議

において、 サポート ファ イルの活用についての啓発

を行った。

　 特別支援教育コーディ ネーターネッ ト ワーク 会議

　 　 R6　 2回

　 　 R7　 2回

Ａ

引き続き、 各学校・ 園の特別支援教育コーディ

ネーターへの啓発を継続し、 サポート ファ イル

の活用の促進に努める。

学校教育課 ―

各校のコーディ ネーターが中心と なり 、 サポート

ファ イルの活用に関する校内研修を実施した。 本

ツールの運用を促進するこ と で、 支援内容の円滑な

引き継ぎと 保護者と の連携が強化さ れ、 児童生徒一

人ひと り の特性に応じた適切な支援体制を構築し

た。

Ａ

今後も 、 コーディ ネーターを中心と した校内研

修を継続的に実施し、 全ての教職員がサポート

ファ イルを円滑かつ有効に活用できる体制の確

立を図る。

発達サポー

ト センター
―

各学校・ 園の特別支援教育コーディ ネーターの会議

において、 サポート ファ イルの活用についての啓発

を行った。

Ａ

引き続き、 各学校・ 園の特別支援教育コーディ

ネーターへの啓発を継続し、 サポート ファ イル

の活用の促進に努める。

③
通級指導によ

る支援

通級指導を実施し、 児童生徒一人

ひと り の必要に応じた支援を行い

ます。

学校教育課
生活支援教員配

置事業

令和６ 年度

社小学校１ 名、 滝野東小学校１ 名、 福田小学校１

名、 東条学園前期課程１ 名、 社中学校１ 名、 東条学

園後期課程１ 名、 計６ 名を配置した。 市内全学校で

他校通級または支援相談を実施した。 小学校84

名、 中学校18名の児童生徒が通級指導を受けた。

令和７ 年度

社学園小学校２ 名、 滝野東小学校１ 名、 滝野南小学

校１ 名、 東条学園前期課程１ 名、 社学園中学校１

名、 滝野中学校１ 名、 東条学園後期課程１ 名、 計８

名を配置した。 市内全校で自校通級または支援相談

を実施した。 小学校82名、 中学校38名の児童生徒

が通級指導を受けた。

Ａ

児童生徒のニーズに応じた支援ができるよう 、

市内全学校で自校通級を実施するだけでなく 、

対象の児童生徒の人数に応じて、 巡回指導を実

施し、 支援相談に応じら れる体制の整備を推進

する。

サポート ファ イルを活用し、 支援

の必要な子ども への一貫した支援

を継続して行う ため、 個別の教育

支援計画や個別の指導計画の作成

を推進します。

サポート ファ

イルの活用促

進

②
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１ ． と も に育ち、 と も に学ぶために～インク ルーシブ教育の推進～

（ ２ ） 　 インク ルーシブ教育の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

③
通級指導によ

る支援

通級指導を実施し、 児童生徒一人

ひと り の必要に応じた支援を行い

ます。

発達サポー

ト センター
―

各学校への巡回相談を実施した。 また、 通級指導の

担当者会に参加し、 支援方法や関わり 方についての

指導、 助言を行った。

Ａ

引き続き、 学校への巡回相談を実施すると と も

に、 学校現場から の相談や要請に応じて指導、

助言を行う 。

④

スク ールアシ

スタント 等の

活用

スク ールアシスタント や介助員等

指導補助員の増員配置を推進し、

特別支援教育の充実を図り ます。

学校教育課

介助員、 スク ー

ルアシスタント

配置事業

一人ひと り の教育的ニーズに応じた支援を行う こ と

で、 学級内での困り 感の軽減、 きめ細やかな指導を

行った。

　 R６ 　 介助員20名、 スク ールアシスタント 17名

　 R７ 　 介助員26名、 スク ールアシスタント 23名

Ａ

特別支援教育の質的向上を図るため、 スク ール

アシスタント や介助員をはじめと する指導補助

員を、 各校の必要性に応じて適切に配置する。

⑤

副次的な学籍

（ 副籍） を活

かした居住地

交流の推進

特別支援学校に在籍する児童生徒

が居住地の小・ 中・ 義務教育学校

の学級に置く 副次的な学籍（ 副

籍） により 、 同じ地域に生きる子

ども たち同士のつながり を強め、

共に学び、 生きる「 共生社会」 の

実現をめざします。

学校教育課 ―

特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小・

中・ 義務教育学校に副次的な学籍（ 副籍） を置き、

希望者においては、 居住地校交流を行い、 地域と の

つながり を深めた。

　 R６ 　 副籍32名、 居住地校交流19回(12名)

　 R７ 　 副籍34名、 居住地校交流22回(13名)

Ａ

児童生徒の教育的ニーズや本人・ 保護者の意向

を尊重し、 特別支援学校および副籍校と の連携

のも と 、 居住地校交流の推進を図る。

教育総務課
学校施設整備事

業
令和6年度、 令和7年度は該当事業なし Ｂ

既存の学校の改修については、 小中一貫校整備

を踏まえ、 実施の有無を検討する必要がある。

その他の学校については、 計画的に改修等を行

う 。

小中一貫教

育推進室

①東条地域小中

一貫校整備事業

②社地域小中一

貫校整備事業

③滝野地域小中

一貫校整備事業

令和６ 年度

②社地域小中一貫校整備事業において、 ト イレ、 ス

ロープなど、 ユニバーサルデザインに基づき整備を

行った。

③滝野地域小中一貫校整備事業において、 ユニバー

サルデザインに基づき設計を進めた。

令和７ 年度

③設計に基づき工事着手した。

Ａ

①ー

②ー

③設計に基づき、 ユニバーサルデザインに沿っ

た整備を行い、 R10.4の開校を目指す。

⑥
学校施設等の

整備

ユニバーサルデザインの理念に基

づき、 学校の建物や設備等の整備

を進めます。
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１ ． と も に育ち、 と も に学ぶために～インク ルーシブ教育の推進～

（ ２ ） 　 インク ルーシブ教育の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

学校教育課 ―

就学指導にあたっては、 各校の校内支援委員会での

検討を踏まえ、 市の教育支援委員会にて慎重に審議

を行う こ と で、 適正な就学先決定に努めている。 ま

た、 必要に応じて学校園を訪問し、 実態把握を行っ

た。

Ａ

今後も 児童生徒の障害の状態や、 本人・ 保護者

の意向を真摯に受け止め、 一人ひと り の教育的

ニーズに寄り 添った丁寧な就学指導に努める。

発達サポー

ト センター
―

相談時に学校や園の教職員（ 担任等） の同席を促

し、 保護者の希望を聞きながら 、 子ども に必要な支

援や就学に向けての助言を行った。 また、 適切な就

学及び教育支援に関するこ と を協議するため、 教育

支援委員会を開催した。

　  R6　 3回

　  R7　 3回

Ａ

令和8年度から 教育支援委員会の事務局を学校教

育課に移管する。

引き続き、 必要な支援や就学に向けての相談に

対応し、 助言を行う 。

⑧

放課後等のケ

アの充実・ 学

習機会の確保

アフタースク ールで支援が必要な

子ども の受け入れができるよう 、

体制の整備に努めます。

こ ども 教育

課

放課後児童健全

育成事業

(ｱﾌﾀー ｽｸ ﾙー)

アフタースク ールで支援が必要な児童の受け入れが

できるよう 、 委託事業者と 調整して、 体制整備に努

めた。

　 障害のある児童の利用人数

　 　 R6　 1人

　 　 R7　 6人

Ａ

委託事業者と 連携して、 今後も 支援が必要な児

童に対して、 適切な保育サービスが提供できる

よう 体制の整備に努める。

就学指導の充

実
⑦

本人・ 保護者の希望、 障害の状

態、 通学等に十分配慮した就学相

談・ 指導に努めます。
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１ ． と も に育ち、 と も に学ぶために～インク ルーシブ教育の推進～

（ ３ ） 　 早期療育の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

社会福祉課

障害者相談支援

事業

障害児通所支援

等給付事業

各種健診事業等で療育の必要性を認めら れた子

ども に対し て、 児童通所サービスについて情報

提供し 早期療育につなげら れるよ う 支援し た。

Ａ

関係機関と の連携や保護者のニーズによ り 、 児

童通所サービスの利用者は年々増加し ている。

今後も 関係機関と 連携し 、 対象にあわせた相談

支援の実施、 サービスの給付に努める。

健康課 母子保健事業

各種健診事業等で、 支援が必要な子ども に対し

て、 保護者の意向を確認し 、 適切な時期に療育

等が受けら れるよ う 、 必要時には、 各課と 連絡

調整を行いながら 支援し た。

Ａ

今後も 支援の必要な子ども が早期に療育が受け

ら れるよ う 個々に応じ た支援を行う と と も に、

各課と の連携を強化する。

発達サポー

ト センタ ー
療育事業

療育事業の見直し を行い、 R7年10月から 、 発達

が気になる子ども のう ち、 療育を利用し ていな

い子ども に対し 、 小集団療育を実施し た。 ま

た、 健康課や社会福祉課と 連携し 、 必要がある

場合には児童発達支援につながるよ う 支援を

行った。

　 小集団・ 個別療育参加実人数

　 　 　 R7　 9人

Ａ
引き続き、 療育事業を実施し 、 早期療育に繋が

るよ う 支援をする。

各課で連携し 、 心身の発達が気に

なる子ども に対し 、 早期療育につ

なげら れるよ う 支援し ます。

療育機会の確

保
①
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１ ． と も に育ち、 と も に学ぶために～インク ルーシブ教育の推進～

（ ４ ） 　 研修・ 啓発の充実

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

①
関係機関従事

者への研修

保育教諭、 小・ 中学校教員、 教育

関係従事者、 行政職員への発達障

害に関する研修によ り 支援力の向

上を図り ます。

発達サポー

ト センタ ー

研修・ 啓発事業

（ サポート 研

修）

小中学校教員、 介助員、 スク ールアシスタ ン

ト 、 保育士・ 保育教諭等に対し て、 特別支援や

発達障害に関する研修を実施し 、 支援力の向上

を図った。

　 職員向けサポート 研修の実施回数

　 　 R6　 5回

　 　 R7　 5回

Ａ
引き続き、 学校や園の教職員を対象と し た研修

を実施し 、 教職員のスキル向上に取り 組む。

② 市民への啓発
発達障害等への市民の理解を深め

るための研修や啓発を行います。

発達サポー

ト センタ ー

研修・ 啓発事業

（ サポート 研

修）

市民の発達障害への理解を深めるため、 特別支

援や発達障害に関する講演会を開催し た。

　 市民向け講演会の実施回数

　 　 R6　 2回

　 　 R7　 2回

Ａ
引き続き、 市民向けの講演会を実施し 、 障害理

解の啓発に取り 組む。

-8-

-8-



２ ． 生きがいを持って働く ために　 ～雇用・ 就労支援～

（ １ ） 　 就労機会の拡充

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

ハロ ーワーク 、 商工会等の関係機

関と 連携し 、 企業連絡会等の機会

を活用し て障害者雇用制度の普

及・ 啓発に努めます。

商工観光課 ―

市内事業者への発信ツールである商工業かわら

版公式LINEにて障害者雇用制度の普及・ 啓発で

きる体制を継続し た。 障害者雇用制度につい

て、 必要に応じ た情報発信に努めた。

　 情報発信回数

　 　 R6　 １ 回

　 　 R7　 ０ 回

Ｂ

今後も 情報発信できる体制を継続し 、 障害者雇

用制度の改正等、 関係機関から の情報提供が

あった際は、 必要に応じ た情報発信を行う 。

北播磨障害者就業・ 生活支援セン

タ ー、 ハロ ーワーク 等と 連携し 、

特別支援学校卒業後の進路や、 障

害のある人に対し ての就労先の確

保に努めます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業

北播磨障害者就業・ 生活支援センタ ーや特別支

援学校卒業後と 連携し 、 学校卒業後の進路の紹

介や、 サービスの支給決定を行った。

R6　 北はり ま特別支援学校卒業生： 4名

　 （ う ち、 サービス支給決定者4名）

R7　 北はり ま特別支援学校卒業生： 2名

　 （ う ち、 サービス支給決定者2名）

Ａ

今後も 北播磨障害者就業・ 生活支援センタ ーや

ハロ ーワーク と 連携し 、 特別支援学校卒業後の

進路の紹介や障害のある方の就労先の支援を行

う 。

社会福祉課 ―

手話言語強化週間に市内の企業、 事業所に手話

が言語であるこ と の理解を深めても ら う ため、

啓発活動を行う と と も に、 賛同いただいた企業

等には、 手話でのあいさ つを広げた。

　 賛同企業・ 事業所・ 学校

　 　 R6  46箇所

　 　 R7  34箇所

Ａ

企業・ 事業所・ 学校等に対し 、 障害のある人へ

の理解を深める啓発活動と 引き続き行う 。

※令和７ 年度の減少は、 市内の学校統合も 影響

し た。

商工観光課 ―

【 再掲】

市内事業者への発信ツールである商工業かわら

版公式LINEにて職場環境の整備を要請できる体

制を継続し た。 障害者雇用制度について、 必要

に応じ た情報発信に努めた。

　 情報発信回数

　 　 R6　 １ 回

　 　 R7　 ０ 回

Ｂ

【 再掲】

今後も 情報発信できる体制を継続し 、 関係機関

から の情報提供があった際は、 必要に応じ た情

報発信に努める。

雇用主、 従業員すべてが障害や障

害のある人について理解を深める

ための啓発を行う と と も に、 障害

のある人をサポート できる職場環

境の整備を要請し ていきます。

①

企業等への啓

発の充実と 就

労先の確保

②

雇用主・ 従業

員等の理解啓

発
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２ ． 生きがいを持って働く ために　 ～雇用・ 就労支援～

（ １ ） 　 就労機会の拡充

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

市役所や関係機関等において、 職

域を広げ、 障害のある人の雇用機

会の確保に努めます。
人事課 —

障害者雇用率

　 R6.6 .1（ 基準日） 現在　 2.89％（ 22人）

　 R6　 2名採用

　 R7.6 .1（ 基準日） 現在　 2.74％（ 22人）

　 R7　 採用なし

Ｂ

職員の募集に当たっては、 障害者の障害の特性

に配慮し た募集方法に努める。 また、 職務の円

滑な遂行において必要な配慮等を把握し 、 可能

な範囲内で適切な措置を講じ る。

今後、 さ ら に段階的な法定雇用率の引上げが予

定さ れており 、 その基準を満たすよ う 、 職務の

選定・ 創出を検討し 、 計画的な採用を目指す。

市役所等での特別支援学校生等の

職場実習を積極的に受け入れま

す。

社会福祉課 ―

市役所内等での特別支援学校生の職場実習を受

け入れ体制は出来ているが、 近年、 市役所での

実習希望が無いため、 実施し ていない。

Ａ
受け入れ体制は整えておき、 実習希望があれば

受け入れていく 。

障害のある人が自身の能力と 希望

に合った就労方法を選べるよ う 関

係機関と 連携し 、 情報収集・ 提供

を充実し ます。

社会福祉課 ―

R6年4月社会福祉課内に基幹相談支援室を設

置。 障害者就業・ 生活支援センタ ーや相談支援

事業所等と 連携し 、 障害のある人が希望にそっ

た就労方法を選択できるよ う 情報提供を行っ

た。

Ａ

引き続き障害のある人それぞれに合った就労方

法を検討するため、 丁寧な相談支援の実施、

サービス等利用開始後の継続支援を行う 。

障害のある人への雇用等の情報提

供に努めます。
商工観光課

雇用促進事業

(し ごと 相談室)

障害のある人で一般就労を希望さ れる方に雇用

等の情報提供を行い、 就労に繋がる支援を行っ

た。

また、 必要に応じ て福祉部局や関連機関と 連携

を図った。

　 相談者数

　 　 R6　 30名

　 　 R7　 20名

Ａ

今後も 、 必要に応じ て福祉部局や関係機関と 連

携を行い、 雇用に関する情報提供など、 障害の

ある人で一般就労を希望さ れる方の就労に繋が

るよ う 支援を行う 。

③

公共機関等で

の障害者雇用

の推進

④
障害者雇用機

会の拡大
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２ ． 生きがいを持って働く ために　 ～雇用・ 就労支援～

（ ２ ） 　 経済的自立の促進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

①
就労支援体制

の充実

ハロ ーワーク と 連携し た障害のあ

る人の職業訓練や、 北播磨障害者

就業・ 生活支援センタ ーと の連携

によ る就労移行支援事業等の就労

訓練の利用を促進し ます。

社会福祉課
障害者相談支援

事業

ハロ ーワーク 、 障害者就業・ 生活支援センタ ー

と 連携し 個別支援を実施し た。

　 北播磨障害者就業・ 生活支援センタ ー連携

　 ケース

　 　 R6　 3件

　 　 R7　 3件

Ａ

引き続きハロ ーワーク 、 障害者就業・ 生活支援

センタ ー等と 連携し 、 個別の状況にあわせた就

労支援の利用をすすめる。

北播磨障害者就業・ 生活支援セン

タ ー等と 連携し 、 障害のある人の

就労継続・ 職場定着のため、 障害

のある人と 雇用側の双方を支援す

るジョ ブコーチ等の利用の促進に

努めます。

障害者相談支援

事業

ジョ ブコーチ利用実績

　 R6　 なし

　 R7　 1件

Ｂ

ジョ ブコーチ利用が必要なケース等に対し て、

北播磨障害者就業・ 生活支援センタ ー等と 連携

し 、 就労が継続できるよ う 支援する。

障害者相談支援センタ ーと と も

に、 職場での問題や離職者に対す

る復職相談など、 きめ細かな支援

を行います。

障害者相談支援

事業

障害者相談支援センタ ーにおける就労に関する

相談を行った。

　 支援実績

　 　 R6　 276件

　 　 　 　 （ 基本相談49件， 計画相談227件）

　 　 R7　 305件

　 　 　 　 （ 基本相談30件、 計画相談275件）

Ａ

今後も 障害者相談支援センタ ーや就労支援室等

と 連携し 、 障害のある人の特性や個別の状況に

応じ た適切な就労支援を行えるよ う 丁寧な相談

支援を実施する。

②

職場定着、 継

続就労及び離

職者に対する

復職への支援

社会福祉課
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２ ． 生きがいを持って働く ために　 ～雇用・ 就労支援～

（ ３ ） 　 福祉的就労の支援

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

一般就労が困難な障害のある人の

生産活動、 地域交流の場と し ての

地域活動支援センタ ーの支援に努

めます。

社会福祉課
地域生活支援事

業

地域活動支援センタ ーへの指導・ 運営補助を

行った。

　 R6

　 　 市内： 1事業所

　 R7

　 　 市内： 1事業所

Ａ
今後も 地域活動支援センタ ーが継続できるよ

う 、 運営を補助する。

就労継続支援事業の質的・ 量的充

実を促進し ます。
社会福祉課 ―

市内の事業所数

　 R6

　 　 就労継続支援A型： 1事業所

　 　 就労継続支援B型： 8事業所

　 R7

　 　 就労継続支援A型： 0事業所

　 　 就労継続支援B型： 8事業所

Ａ 今後も 事業所数の維持、 質の確保に努める。

活動場所確保のため、 市の空き施

設の提供に協力し ます。
管財課 ―

社会福祉団体によ る空き施設の活用希望をも と

に、 未利用地検討会議等で市の空き施設の利活

用について検討し た。

　 R6　 1回開催

　 R7　 0回開催（ 活用希望なし のため）

Ａ

市及び地域で活用希望等も あり 、 協議にあたっ

ては課題も 多いが、 希望がある場合は、 引き続

き検討を行う 。

福祉的就労の場が安定的に確保で

きるよ う 、 関係機関や企業への働

きかけを継続的に実施し ます。

商工観光課
雇用促進事業

(し ごと 相談室)

し ごと 相談室において、 福祉的就労を必要と さ

れる相談者については庁内関係部署を通じ て関

係機関につないだ。

Ｂ

今後も 、 福祉的就労を必要と さ れる相談者につ

いては庁内関係部署を通じ て関係機関につなぐ

こ と ができる体制を維持する。

障害者優先調達推進法に基づく 物

品等の調達方針を定め、 障害者就

労施設への発注拡大に努めます。

社会福祉課
障害者就労支

援事業

障害者就労施設等から の物品等の調達方針を定

め、 障害者就労施設等へ受注可能な物品等の情

報収集をし 、 市各部署へ公表・ 周知し 、 障害者

就労施設等への発注拡大を支援し た。

　

　 物品発注数

　 　 R6　 177件　 1,066 ,446円

　 　 R7　 173件　 3,266 ,414円

Ａ

今後も 事業所から の情報収集と 市各部署への周

知に努め、 障害者就労施設等への発注拡大に努

める。

①
福祉的就労の

場の確保

仕事の確保の

支援
②
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２ ． 生きがいを持って働く ために　 ～雇用・ 就労支援～

（ ３ ） 　 福祉的就労の支援

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

③

事業所の自主

製品の振興・

販売の促進

市役所ロ ビー等に事業所等の自主

製品等の展示・ 販売コーナーを設

け、 市民への啓発・ 理解促進に努

めます。

社会福祉課
障害者就労支

援事業

市役所ロ ビーやイ ベント 等での自主製品販売や

PRを支援し た。

　 市役所ロ ビー等での販売

　 　 R6　 つつじ 会： 月1回

　 　 　 　  まほろば： 月4回

　 　 　 　  ソ ーシャルイ ノ ベーショ ン： 月2回

　 　 　 　  つばめ会： 月2回

　 　 R7　 つつじ 会： 月1回

　 　 　 　  まほろば： 月4回

        　 　 ソ ーシャルイ ノ ベーショ ン： 月2回

　 　  　 　 つばめ会： 月2回

Ａ
今後も 障害者就労施設等が製造する自主製品の

販売拡大を推進する。
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３ ． すこ やかなく ら しのために　 ～保健・ 医療の充実～

（ １ ） 　 地域医療体制の整備

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

保険医療課

特定健康診査等

事業

医療費適正化事

業

　 個別健診、 糖尿病性腎症重症化予防事業など

の保健事業を実施する際に連携を図った。

　 また、 例年「 地域医療連絡会」 を通じ 、 事業

の実施状況などを医師会の会員に報告し た。

Ａ

　 国民健康保険（ 国保） の保健事業は医師会や

関係医療機関等と の連携が必須になっているた

め、 新たな事業を展開するなどの場合に、 円滑

に連携を取れる体制づく り を継続する。

健康課

地域医療連絡会

歯科保健連絡会

休日救急医療

私的二次救急医

療機関助成

地域医療の体制の整備・ 推進を図るため、 北播

磨医療圏域の地域医療構想調整会議等に参画す

ると と も に、 小野市・ 加東市医師会と の地域医

療連絡会、 小野加東歯科医師会と の歯科保健連

絡会を年1回実施し た。

 また、 地域医療体制確保のため、 医師会等の関

係機関への負担金や休日救急医療体制を整え、

広報で周知し た。 （ 年末年始は歯科医療につい

ても 体制を確保し た）

R6

・ 地域医療連絡会　 1回

・ 歯科保健連絡会　 1回

・ 北播磨圏域健康福祉推進協議会　 ２ 回

・ 北播磨圏域地域医療構想調整会議　 2回

・ 北播磨圏域子育て支援連絡会　 2回

・ 救急搬送受入れ件数に対し て助成

　 私的二次救急医療機関助成金実績　 61件

R7

・ 地域医療連絡会　 1回

・ 歯科保健連絡会　 1回

・ 北播磨圏域健康福祉推進協議会　 ２ 回

・ 北播磨圏域地域医療構想調整会議　 2回

・ 北播磨圏域子育て支援連絡会　 2回

・ 救急搬送受入れ件数に対し て助成

　 私的二次救急医療機関助成金実績　 74件

Ｂ

北播磨医療圏域の地域医療構想会議等に参画す

ると と も に、 関係機関と の更なる連携強化が必

要である。

また、 市民に対し て、 限り ある医療資源を有効

に活用するために、 かかり つけ医をも つこ と や

適正受診についての周知・ 啓発を図る必要があ

る。

専門的な医療機関や北播磨圏域

の医療機関等と の連携強化を図

り ます。

①
医療体制の整

備
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３ ． すこ やかなく ら しのために　 ～保健・ 医療の充実～

（ １ ） 　 地域医療体制の整備

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

社会福祉課

障害者相談支援

事業

障害児通所支援

等給付事業

自立支援サービ

ス等給付事業

医療的ケア児（ 者） と その家族に対し て、 障害

福祉サービス等について情報提供を行い、 必要

なサービスの支給決定を行った。 R7年度北播磨

障がい福祉ネッ ト ワーク 医療的ケア児等支援部

会にて「 医療的ケアが必要な子ども を見守るハ

ンド ブッ ク 」 を作成し 、 対象者や関係機関に情

報提供を行った。

Ｂ

関係機関と 連携し 、 医療的ケア児（ 者） 個別の

状況に応じ た適切な支援が受けら れるよ う に支

援体制の強化を図る。

学校教育課 ―

保護者や学校から の要望を把握し 、 必要に応じ

て看護師の配置等を行う 。

　 R6　 配置なし

　 R7　 配置なし

Ｂ
保護者や学校から の要望を踏まえ、 適切に看護

師の配置等を行う 。

こ ども 教育

課

公立こ ども 園運

営事業

加東みら いこ ども 園に看護師の資格を有する職

員の配置を継続し 、 公立園における医療的ケア

児の受入体制を整備し た。

Ａ

医療的ケアを必要と する園児に対し て、 適正な

教育・ 保育環境を整え、 関係機関と 連携し 、 安

心・ 安全な受入体制の整備を目的と し 、 令和8年

度ガイ ド ラ イ ン策定に向け調整に努める。

発達サポー

ト センタ ー
―

適時医療的ケアのガイ ド ラ イ ンの見直し を行

う 。 また、 必要に応じ て、 医療的ケア運営協議

会を開催し 、 必要な支援を行える体制を整え

る。

Ａ

令和7年度末までにおいて、 運営協議会の開催が

必要と なった事案はないが、 必要になったと き

に円滑に支援体制を整えら れるよ う 努める。 ま

た、 実態に沿った運用にするためガイ ド ラ イ ン

の見直し を行う 。

②

医療的ケア児

（ 者） への支

援体制の整備

関係機関と 連携し 、 医療的ケア

児(者） と その家族に対する支援

に努めます。
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３ ． すこ やかなく ら しのために　 ～保健・ 医療の充実～

（ ２ ） 　 保健・ 医療・ 福祉の連携

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

高齢介護課
在宅医療・ 介護

連携推進事業

関係機関参加の会議や研修会の開催によ り 、 現状の

情報共有に努め、 本市の目指す姿（ 目標） 実現に向

けて連携し て取組むこ と を共有し た。

また、 関係機関と 連携し 、 介護予防をテーマにし た

市民向けセミ ナーを開催し 、 普及啓発を行った。

R6

・ 在宅医療・ 介護連携推進協議会

                                         （ 1回出席委員数11人）

・ 地域ケア・ かかり つけ医連絡会（ 3回延べ27人）

・ 在宅医療・ 介護連携セミ ナーの開催（ 1回65人）

・ 医療と 介護の連携促進のための研修会の開催

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 2回104人）

R7

・ 在宅医療・ 介護連携推進協議会

                                         （ 1回出席委員数12人）

・ 地域ケア・ かかり つけ医連絡会（ 3回延べ28人）

・ 在宅医療・ 介護連携セミ ナーの開催（ 1回72人）

・ 医療と 介護の連携促進のための研修会の開催

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 （ 2回127人）

Ｂ

引き続き、 医療・ 介護関係者間の連携支援や市

民への普及啓発を実施する。 また、 今後、 さ ら

に高齢化が進むと 見込まれる中、 市民や医療・

介護関係者と 本市の目指す姿の実現に向けて、

取り 組む必要がある。 現状把握を行いながら 課

題解決に向けた効果的な対策を検討し 、 各関係

機関と 連携を図り ながら 実施し ていく 。

健康課

地域医療連絡会

歯科保健連絡会

歯科医衛生士連

絡会

小野市・ 加東市医師会と の地域医療連絡会、 小野加

東歯科医師会と の歯科保健連絡会を年1回実施し

た。 【 一部再掲】

歯科衛生士と の歯科衛生士連絡会を年1回実施し

た。

北播磨圏域内の子育て支援連絡会や研修会、 かかり

つけ医連絡会等に積極的に参加し 、 顔の見えるネッ

ト ワーク の強化を図った。

　 R6

　 　 地域医療連絡会　 1回

　 　 歯科保健連絡会　 1回

　 　 歯科衛生士連絡会1回

　 R7

　 　 地域医療連絡会　 1回

　 　 歯科保健連絡会　 1回

　 　 歯科衛生士連絡会1回

Ｂ

個人の抱える問題が複雑化、 多様化し ており 、

多職種間での役割分担の明確化や連携強化が重

要である。

関係機関と の連携によ り 、 切れ目のない支援を

行う こ と が必要である。

①

保健・ 医療・

福祉の連携強

化

地域医療・ 福祉関係機関と の連携

を密にし 、 多職種と のネッ ト ワー

ク の強化を図り ます。
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３ ． すこ やかなく ら しのために　 ～保健・ 医療の充実～

（ ２ ） 　 保健・ 医療・ 福祉の連携

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

保険医療課

特定健康診査等

事業

医療費適正化事

業

国保加入者のう ち、 特定健診の結果によ り 、 栄養指

導などが必要な方には特定保健指導を実施し 、 生活

習慣病の予防に努めた。

　 特定保健指導利用者数

　 　 R6　 積極的支援　 ： 21人

　 　 　 　  動機づけ支援： 88人

　 　 R7　 積極的支援　 ： 37人

　 　 　 　  動機づけ支援： 97人

　 また、 糖尿病を起因と し た糖尿病性腎症から 人工

透析への移行等の重症化を予防するため、 糖尿病性

腎症重症化予防事業を実施し た。

　 栄養指導実施人数

　 　 R6　 1人

　 　 R7　 1人

Ａ

生活習慣病予防のため、 まちぐるみ総合健診会

場に特定保健指導の場を設け、 特定保健指導の

機会の拡大を継続し て実施する。

糖尿病性腎症重症化予防事業については、 引き

続き取り 組み、 医療機関への受診を促す。 ま

た、 管理栄養士によ る栄養指導実施者数を増や

し 、 人工透析への移行を防ぐよ う 努める。

健康課
加東サンサン

チャレンジ事業

10月～3月に実施。 期間中、 講座やメ ールの配信、

サンサン通信の送付、 協賛店によ る支援を実施し

た。

　 参加者数

　 　 R6　 153人

　 　 R7　 130人

Ｂ

サンサンチャレンジの取組を習慣化さ れている

方などの事業自体への参加が減少し ているが、

令和7年度の新規参加者は微増し た。 生活習慣病

予防を推進するために、 引き続き継続参加、 新

規参加者の拡大を図る。

保険医療課

特定健康診査等

事業

後期高齢者医療

健康診査事業

　 国民健康保険 （ 国保） 加入者の40歳以上及び後

期高齢者医療保険（ 後期） 加入者の方にメ タ ボリ ッ

ク シンド ロ ームに着目し た特定（ 基本） 健康診査

（ 特定健診） を実施し た。

　 特定健診受診者数

　 　 R6　 国保： 2,074人

　 　 　 　  後期： 　 934人

　 　 R7　 国保： 2,032人

　 　 　 　  後期： 1,031人

Ａ

・ 生活習慣病の予防と 疾病の早期発見・ 早期治

療につなげるため、 障害の有無に関わら ず、 国

が定めている「 健診受診率60％」 を目標に、 健

診受診者の拡大に引き続き取り 組む。

・ 節目年齢の無料化（ 国保加入40歳以上の５ 歳

刻み年齢対象） など受診費用の減額を図り 、 受

診し やすい環境を整え、 更なる受診率向上に取

り 組む。

・ 新規国保加入者に対し 、 健診受診機会の周知

に努める。

健康課
まちぐるみ総合

健診

20歳以上の市民を対象に、 基本健診、 がん検診、 歯

周病検診を実施し た。

　 基本健診受診数

　 　 R６ 　 3,419人

　 　 R７ 　 3,482人

Ｂ

健診の実施体制の充実を図ると と も に、 生活習

慣病予防の重要性について、 情報提供や啓発を

行い、 さ ら なる受診率の向上を目指す。

疾病によ る障害を未然に防ぐた

め、 生活習慣病予防対策の積極的

な推進を行い、 健康づく り を支援

し ます。

ラ イ フステージに応じ た生活習慣

病の予防や早期受診及び治療の継

続支援を行う こ と で重症化によ る

障害を防ぎます。

②

健康づく り の

推進

（ 疾病の予防

と 早期発見、

重症化予防

等）
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３ ． すこ やかなく ら しのために　 ～保健・ 医療の充実～

（ ２ ） 　 保健・ 医療・ 福祉の連携

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

③

乳幼児期の健

康の保持・ 増

進、 疾病の予

防、 早期発見

（ 健診・ 相

談）

すこ やかな心身の発達を促すと と

も に疾病や障害の早期発見、 虐待

予防など、 各種健診事業等の充実

を図り ます。

健康課 各種乳幼児健診

各種健診受診者全員と 保健師が問診を行い、 子ども

の発達発育について様子の聞き取り を行う と と も

に、 疾病や障害の早期発見に努め、 必要時、 関係機

関に繋いだ。 また、 各健診だけでなく 、 教室や相談

の場を設け切れ目のない支援の充実を図った。

　 健診受診率

　 　 4か月児健診　 　 　 97.9% (R6 )　 99 .4% (R7 )

　 　 1歳6か月児健診　  97 .9% (R6 )　 91 .3% (R7 )

　 　 3歳児健診　 　 　 　 96.9％(R6)　 93 .5% (R7 )

Ｂ

健診受診者だけでなく 、 未受診者に発達の遅れ

や虐待疑いを有する場合があるため、 電話や訪

問等で未受診者のフォロ ーを引き続き行う 。

健康課
自殺予防対策事

業

こ こ ろの健康ホッ ト ダイ ヤル等で、 こ こ ろの健康に

ついて相談に応じ た。 必要に応じ 、 関係課、 関係機

関と 連携すると と も に、 訪問を実施し た。

　 こ こ ろの健康ホッ ト ダイ ヤル

　 　 R6　 112件

　 　 R7　 160件

Ａ

相談者を必要な支援に繋げら れるよ う 、 相談内

容に応じ て、 引き続き関係課や関係機関と 連携

を図り ながら 、 支援する。

社会福祉課
障害者相談支援

事業

【 再掲】

R6年4月から 社会福祉課内に基幹相談支援室を設

置。 関係機関と 連携し 、 障害のある人やその家族・

支援者から の総合的・ 専門的な相談に応じ 支援を

行った。

　 相談延件数

　 　 R6　 2,629件

　 　 R7　 2,907件

Ａ

関係機関と 連携し 相談支援を実施する。 また、

必要なサービスの支給決定等を行う こ と で、 心

の健康づく り を支援する。

自殺予防や引きこ も り などの講演

会・ 研修会を実施し ます。
健康課

自殺予防対策事

業

こ こ ろの健康への理解を深め、 ゲート キーパーの役

割を認識するこ と を目的に、 こ こ ろの健康づく り

ネッ ト ワーク 研修を年1回開催し た。

　 研修参加者数

　 　 R6　 67人

　 　 R7　 41人

Ｂ

自殺対策をさ さ える人材の育成と 、 正し い知識

の普及啓発のために、 引き続き研修を実施す

る。

関係機関と 連携し 、 訪問指導や相

談事業等で心の健康づく り を支援

し ます。

④
精神保健対策

の充実
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３ ． すこ やかなく ら しのために　 ～保健・ 医療の充実～

（ ２ ） 　 保健・ 医療・ 福祉の連携

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

精神障害に関する正し い知識の普

及と 理解の促進を図り ます。
健康課

自殺予防対策事

業

【 再掲】

こ こ ろの健康への理解を深め、 ゲート キーパーの役

割を認識するこ と を目的に、 こ こ ろの健康づく り

ネッ ト ワーク 研修を年1回開催し た。

　 研修参加者数

　 　 R6　 67人

　 　 R7　 41人

Ｂ

【 再掲】

自殺対策をさ さ える人材の育成と 、 正し い知識

の普及啓発のために、 引き続き研修を実施す

る。

認知症高齢者を地域で支える体制

づく り を進めます。
高齢介護課

認知症サポー

タ ー養成講座

認知症高齢者ひ

と り 外出見守

り ・ Ｓ ＯＳ ネッ

ト ワーク 事業

認知症サポータ ー養成講座の開催、 認知症高齢者ひ

と り 外出見守り ・ Ｓ ＯＳ ネッ ト ワーク 事業など、 地

域住民と の協働で、 認知症に対する正し い知識の普

及と 理解を促進すると と も に、 心と 脳の介護予防に

ついての事業を推進し た。

R6実施状況

・ 認知症サポータ ー養成講座

　 開催7回・ 参加延べ人数402人

・ 認知症高齢者ひと り 外出見守り ・ Ｓ ＯＳ ネッ ト

ワーク 事業

　 登録事業所数　 213事業所

　 認知症高齢者登録者数 44人

R7実施状況

・ 認知症サポータ ー養成講座

　 開催9回・ 参加延べ人数　 270人

・ 認知症高齢者ひと り 外出見守り ・ Ｓ ＯＳ ネッ ト

ワーク 事業

　 登録事業所数　 222事業所

　 認知症高齢者登録者数　 44人

Ｂ

・ 認知症サポータ ーやキャラ バン・ メ イ ト が活

動できるよ う に支援する。

・ ひと り 外出見守り ・ SOSネッ ト ワーク の協力

機関と し てよ り 多く の店舗や事業所に登録を啓

発し 、 見守り ネッ ト ワーク の強化に努める。

④
精神保健対策

の充実
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３ ． すこ やかなく ら しのために　 ～保健・ 医療の充実～

（ ２ ） 　 保健・ 医療・ 福祉の連携

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

精神障害者等の退院後の地域生活

について、 地域移行・ 地域定着支

援などの相談支援体制を充実さ せ

ます。

社会福祉課
障害者相談支援

事業

市の相談員や相談支援事業所の相談員が退院支援会

議に出席するなど精神科病院と 連携し 、 退院後の生

活支援を実施し た。

Ｂ

市内・ 近隣市に地域移行・ 地域定着支援を実施

する事業所がない。 市内に地域移行・ 地域定着

支援事業所の誘致に努めると と も に、 現在ある

支援体制の強化を図る。

関係団体と 連携し て、 地域の受入

体制の整備や居場所の確保を図り

ます。

社会福祉課
地域生活支援事

業

精神障害者等が地域に移行するために、 また移行後

に自立し た生活を行う こ と ができるよ う 、 事業所連

絡会等で情報収集を行い、 障害福祉サービスの体制

整備に努めた。

Ｂ

引き続き、 加東市の現状、 ニーズ、 課題等の把

握に努め、 地域の受け入れ態勢の整備、 居場所

の確保を図る。

総合的な福祉の相談窓口を設置

し 、 複雑多様化する福祉ニーズに

対応し ます。

福祉総務課
重層的支援体制

整備事業

複雑多様化するニーズに対応するため、 総合相談窓

口を設置し 、 関係機関と 連携し ながら 、 課題を抱え

る障害者等に対し 、 社会と のつながり を再構築する

ための支援に努めた。

Ｂ

支援が必要な対象者と の信頼関係構築を図るた

め、 長期的視点に立ち段階的かつ継続的な伴走

支援と 柔軟な支援体制の構築を図る。

社会福祉課
障害者相談支援

事業

障害者相談支援センタ ー等関係機関と 連携し 、 保

健、 医療、 福祉の円滑な支援体制の構築に努めた。
Ａ

今後も 関係機関と 連携し 、 多様な課題を抱える

ケースに対し て継続的な支援を実施するなど、

支援体制の充実を図る。

高齢介護課

包括的・ 継続的

ケアマネジメ ン

ト 支援事業

居宅介護支援事業所等と 連携し 、 地域におけるネッ

ト ワーク づく り に取り 組んだ。
Ｂ

関係機関と 連携し 、 地域が抱える課題の解決に

向けて継続的に支援するなど、 支援体制の充実

を図る。

関係機関と 連携し 、 保健、 医療、

福祉の円滑な支援体制の構築に努

めます。

⑥
重層的支援体

制の充実

⑤

精神障害者等

の地域移行支

援
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３ ． すこ やかなく ら しのために　 ～保健・ 医療の充実～

（ ３ ） 　 福祉医療制度の充実

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

障害のある人が適切な医療が受け

ら れるよ う 、 医療費の助成制度

（ 福祉医療制度） の安定的な制度

運営の継続に努めます。

保険医療課
福祉医療費助成

事業

保険診療に係る医療費の自己負担額の助成を

行った。

　 助成対象者数

　 　 R6

　 　 　 重度障害者医療費助成　 　 　 　 　 275人

　 　 　 高齢重度障害者医療費助成　 　 　 303人

　 　 R7

　 　 　 重度障害者医療費助成　 　 　 　 　 283人

　 　 　 高齢重度障害者医療費助成　 　 　 298人

Ａ
安心し て適切な医療が受けら れるよ う 医療費の

助成を行う 。

公的医療費助成制度（ 自立支援医

療、 特定医療（ 指定難病） 等） の

周知に努め、 対象と なる医療が必

要な人を支援し ます。

社会福祉課

自立支援医療費

等給付事業

障害児通所給付

費給付事業

精神通院、 更生・ 育成医療、 療養介護医療等の

周知・ 助成を行った。

　 助成対象者数

　 　 R6

　 　 　 精神通院医療　   641人

　 　 　 更生医療　 　 　 　  27人

　 　 　 育成医療　 　 　 　 　 0人

　 　 　 療養介護医療　 　 　 7人

　 　 　 障害児通所医療　  28人

　 　 R7

　 　 　 精神通院医療　  678  人

　 　 　 更生医療　    　 　  23人

　 　 　 育成医療　 　 　 　 　 0人

　 　 　 療養介護医療　 　 　 6人

　 　 　 障害児通所医療　  41人

Ａ

制度の利用者は年々増加傾向にある。

引続き制度の周知に努め、 医療が必要な人への

支援を実施する。

①

医療費に対す

る助成制度と

広報
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ １ ） 　 地域で生活できる体制づく り

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

指定特定相談支援事業者や指定障

害児相談支援事業者の確保に努

め、 障害者相談支援の充実を図り

ます。

社会福祉課

障害者相談支援

事業

計画相談支援推

進事業

市内の事業所数

　 指定特定相談支援事業所　 ： 4事業所

　 指定障害児相談支援事業所： 4事業所

R6年4月1日以降に新たに相談支援専門員を雇

用・ 配置し た事業所に補助金を助成し た。

　 助成状況

　 　 R6　 0件

　 　 R7　 2件

Ｂ

R7年6月に相談支援事業所が1つ開設し たが、

サービス提供事業所の増加や利用者・ 保護者の

ニーズの増加によ り 、 相談支援事業所が依然不

足し ている状況である。

R6年度から 計画相談支援推進事業を開始し 、 R7

年度は2件助成し た。 今後新たに1事業所が新

設、 助成対象と なる予定。

北播磨障がい福祉ネッ ト ワーク 会

議に参画し 、 北播磨圏域の関係機

関と 連携し て相談支援体制の強化

に努めます。

社会福祉課
地域生活支援事

業

北播磨障がい福祉ネッ ト ワーク 会議に参加し 、

北播磨圏域の関係機関と 連携し て相談体制の強

化を図った。

Ｂ
今後も 積極的に会議に参加し 、 北播磨圏域の関

係機関と 連携し て相談支援体制の強化を図る。

基幹相談支援事業を開始し 、 相談

支援事業所の質の向上、 地域の

ニーズ把握に努めます。

社会福祉課
障害者相談支援

事業

R6年4月から 社会福祉課内に基幹相談支援室を

設置。 障害のある人が住み慣れた地域で、 その

人ら し く 生活するこ と ができるよ う 、 総合的・

専門的な相談支援を実施し ている。

【 再掲】

　 相談延件数

　 　 R6　 2,629件

　 　 R7　 2,907件

Ｂ

現在は一部の事業のみを実施し ているため、 本

格的に事業を実施できるよ う 、 人材確保に努め

る。

①
障害者相談支

援事業の拡充
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ １ ） 　 地域で生活できる体制づく り

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

障害のある人の重度化・ 高齢化や

親亡き後を見据え、 居住支援のた

めの機能の整備に努めます。

社会福祉課
地域生活支援事

業

市内には、 障害者支援施設・ 短期入所事業所が

なく 、 また共同生活援助事業所も 不足し てい

る。 市外の事業所への協力要請も 含め、 緊急時

の受け入れ体制の整備に努める。

Ｃ
市内の社会福祉資源に合った、 地域生活支援拠

点の整備方法を検討する。

緊急時の受け入れ先の確保に努め

ます。
社会福祉課

地域生活支援事

業

【 再掲】

市内には、 障害者支援施設・ 短期入所事業所が

なく 、 また共同生活援助事業所も 不足し てい

る。 市外の事業所への協力要請も 含め、 緊急時

の受け入れ体制の整備に努める。

Ｃ

【 再掲】

市内の社会福祉資源に合った、 地域生活支援拠

点の整備方法を検討する。

地域移行支援、 地域定着支援など

の支援体制の整備と 充実に努めま

す。

社会福祉課

障害者相談支援

事業

地域生活支援事

業

市内に地域移行支援、 地域定着支援の事業所は

無いが、 障害者相談支援センタ ーや市の相談員

が病院と 連携し て退院後の生活支援を実施し

た。

Ｂ

市内に地域移行・ 地域定着支援事業所の誘致に

努めると と も に、 現在ある支援体制の強化を図

る。

社会福祉課
障害者支援地域

協議会

障害者支援地域協議会を開催し 、 計画の評価と

そこ から 見える課題について協議を行った。

　 R6　 3回

　 R7　 2回

Ｂ
計画の評価と と も に、 地域課題についても 検討

する機会を設ける。

発達サポー

ト センタ ー
―

令和6年度

　 発達支援連絡会を開催し た。 （ 1回）

令和7年度

　 必要に応じ て障害者支援地域協議会の会議に

　 出席し た。

Ａ

障害者支援地域協議会の専門部会から 要請が

あった場合に会議に出席し 、 課題解決に向けた

協議検討を行う 。

障害者支援地域協議会の活動を補

完するため、 ラ イ フステージに応

じ た専門部会の設置に取り 組みま

す。

社会福祉課
障害者支援地域

協議会

R6年度は再編について検討し 、 R7年度は障害者

支援地域協議会の再編を行った。 本協議会を全

体会と 位置づけ、 よ り 専門的な協議・ 検討を行

う 4つの専門部会と 各部会長が集まる運営会議を

全体会と 専門部会の間に設置し た。

Ａ
各部会を軌道に乗せ、 地域課題を上位会議に挙

げる。

障害者支援地域協議会において、

地域の実情に応じ た課題の解決に

向けた協議を行います。

②
地域生活支援

拠点の整備

③

地域の課題解

決に向けた体

制づく り
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～
（ ２ ） 　 福祉サービスの充実

　 　 Ⅰ　 自立支援給付の充実
評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

居宅介護、 重度訪問介護、 同行援

護等を提供し 、 障害のある人の居

宅での生活を支援し ます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業

障害のある人が居宅で生活するために必要な

サービスを給付し 、 支援し た。

　 R6　 496件　 28,272 ,177円

　 R7　 471件　 32,066 ,363円

Ａ
今後も 障害のある人が居宅で生活するために必

要なサービスを給付し 、 支援する。

訪問系サービスを行う 訪問介護事

業所に対し 、 従事者のスキルアッ

プ研修への参加を促し 、 介護の専

門性と 資質の向上を図り ます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業
未実施 Ｃ

各事業所の介護の専門性と 質を向上さ せるた

め、 研修会の周知をし 、 参加を促す。

介護保険訪問介護事業所に対し 、

障害福祉サービスへの参入を促

し 、 訪問系サービスの質的・ 量的

充実を図り ます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業
未実施 Ｃ

障害福祉サービスの訪問介護事業所は不足状態

にあり 、 サービスの質的・ 量的充実を図る必要

があるが、 介護保険訪問介護事業所も 不足状態

にあり 、 障害福祉サービスへの参入を促すこ と

が難し い。

障害のある人が自立し た生活を送

るための日中活動系サービス（ 生

活介護、 自立訓練、 就労継続支援

等） を提供し ます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業

障害のある人が自立し た生活を送るこ と ができ

るよ う 、 適切にサービスを支給し 、 日中の活動

を支援し た。

　 日中活動系サービス　 実利用者数

　 　 R6　 376人

　 　 R7　 376人

Ａ
個々に合った事業所を探すための丁寧な相談支

援や利用開始後の継続支援が必要である。

日中活動系サービス利用者のニー

ズを把握し 、 適切に提供できるよ

う サービス基盤の整備促進に努め

ます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業

短期入所や自立訓練、 就労移行支援等の事業所

は市内に不足し ているため、 北播磨圏域内の事

業所と 連携し 支援し た。

Ｂ

市内に事業所がないサービスについては、 市外

の事業者に参入を呼びかけると 共に、 北播磨圏

域内での協力体制を強化する。

①
訪問系サービ

スの充実

②

日中活動系

サービスの充

実

-24-
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～
（ ２ ） 　 福祉サービスの充実

　 　 Ⅰ　 自立支援給付の充実
評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

障害のある人を自宅で介護する家

族の負担を軽減するため、 短期入

所事業の充実を図り ます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業

北播磨圏域内の事業所と 連携し 支援し た。

　 短期入所　 実利用者数

　 　 R6　 58人

　 　 R7　 52人

Ｂ

市内に短期入所事業所がないため、 北播磨圏域

で利用できる施設と 連携すると と も に、 事業所

の確保に努める。

北播磨圏域の関係機関や施設と 連

携し 、 必要な時に適切に利用でき

る体制の構築に努めます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業

重度心身障害児に該当し ない医療的ケア児が利

用できる事業所の確保について、 北播磨圏域で

協力し て取り 組んだ。

Ｂ

引き続き、 北播磨圏域で協力し て取り 組み、 必

要な時に適切に利用できる体制の構築に努め

る。

④
補装具費の給

付

障害のある人の身体機能を補完す

るための補装具費を給付し ます。
社会福祉課

身体障害者補装

具給付（ 修理）

事業

兵庫県立身体障害者更生相談所と 連携し 、 補装

具の購入・ 修理費の適正給付に努めた。

　 R6　 障害者　 42件・ 障害児　 30件

　 　 　  支給決定額　 11,640 ,594円

　 R7　 障害者　 32件・ 障害児　 21件

 　   　   支給決定額　   6 ,377 ,252円

Ａ
引き続き適正な補装具の給付に努め、 障害のあ

る人の自立支援、 社会参加を支援する。

③
短期入所支援

の充実
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～
（ ２ ） 　 福祉サービスの充実

　 　 Ⅰ　 自立支援給付の充実
評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

介護保険訪問介護事業所に対し 、

障害福祉サービスへの参入を促す

など、 訪問系サービスを中心と し

た地域生活支援体制の充実を図り

ます。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業
未実施 Ｃ

障害福祉サービスの訪問介護事業所は不足状態

にあり 、 サービスの質的・ 量的充実を図る必要

があるが、 介護保険訪問介護事業所も 不足状態

にあり 、 障害福祉サービスへの参入を促すこ と

が難し い。

地域生活に必要なグループホーム

や生活介護、 短期入所施設等の整

備の支援に努めます。

社会福祉課
障害者福祉事務

事業

令和元年７ 月から グループホーム新規開設事業

所への補助金要綱を制定し 、 補助事業を実施し

た。

　 助成件数

　 　 R6　 0件

　 　 R7　 0件

Ｂ

近隣市町で新規開設さ れるグループホームは多

いが、 市内のグループホームは少ないため、 今

後も 利用者のニーズの把握に努め、 支援体制の

強化を図る。

市内の空き施設等を障害福祉サー

ビス事業者等が活用できるよ う 支

援を行います。

社会福祉課 ― 未実施 Ｃ

公共施設の適正化計画実施において当該施設が

ある場合は、 障害福祉サービス事業者等が活用

できるよ う 支援する。

⑤

施設から 地域

生活への移行

の推進
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ２ ） 　 福祉サービスの充実

　 　 Ⅱ　 外出支援の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

①
外出支援の確

保

障害のある人の外出を支援するた

め、 同行援護、 行動援護等のサー

ビス提供体制の確保に努めます。

社会福祉課

自立支援サービ

ス等給付事業

居宅生活支援事

業

ひと り での移動・ 外出が難し い人に、 移動支

援・ 同行援護・ 行動援護によ る支援を実施し

た。

　 月平均利用人数

　 　 R6

　 　 　 移動支援　 16人

　 　 　 同行援護　 4人

　 　 　 行動援護　 1人

　 　 R7

　 　 　 移動支援　 15人

　 　 　 同行援護　 3人

　 　 　 行動援護　 1人

Ａ

現在、 加東市内に行動援護を実施する事業所は

無く 、 移動支援・ 同行援護についても 、 加東市

社会福祉協議会のみのため、 事業所が不足状態

にある。

②

福祉タ ク シー

利用券交付事

業

在宅かつ市民税所得割非課税の障

害のある人（ 等級要件有り ） に対

し 、 タ ク シーの利用券を交付し ま

す。

高齢介護課
福祉タ ク シー事

業

福祉タ ク シー利用券交付事業を実施中。

広報紙やCATV等での啓発を行い、 事業周知に

注力し た。

　 R６

　 　 障害者交付枚数　 4,320枚

　 　 障害者利用枚数　 1,986枚

　 　 障害者助成金額　 993,000円

　 R７

　 　 障害者交付枚数　 5,550枚

　 　 障害者利用枚数　 2,841枚

　 　 障害者助成金額　 1,420 ,500円

Ｂ

継続できる移動支援につなげるため、 引き続き

支援が必要な方に対し 、 利用の周知に努め、 実

施する。
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ２ ） 　 福祉サービスの充実

　 　 Ⅱ　 外出支援の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

加東市社会福祉協議会が運営する

福祉車両貸出事業について広く 周

知し 、 利活用を支援し ます。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

福祉車貸出事業

車椅子を利用さ れている方の外出を支援するた

め、 福祉車両の貸出を行った。

　 利用人数

　 　 R6　 283人

　 　 R7　 252人

Ａ
車両の整備の上、 安全な事業継続に努める。 ま

た、 市民に対し 事業周知を行う 。

地域福祉活動の推進を後押し する

ボラ ンティ ア活動について広く 周

知し ます。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

ボラ ンティ ア活

動支援事業

ボラ ンティ アセンタ ー運営事業において、 広報

紙やSNSを活用し たボラ ンティ ア情報（ ボラ ン

ティ ア活動の様子やボラ ンティ ア養成講座開催

予定） を発信し 、 幅広い年代層へのアプロ ーチ

を図った。 また、 ボラ ンティ ア活動者相互の交

流と 、 ボラ ンティ ア活動の普及啓発を目的と し

た「 かと う 福祉まつり 」 を開催し 、 市民が楽し

く ボラ ンティ ア活動に触れる機会を設けた。

開催場所： 社福祉センタ ー・ 加東市役所庁舎

開催日

　 R6　 令和６ 年１ １ 月２ ３ 日（ 土）

　 R7　 令和７ 年１ １ 月　 ８ 日（ 土）

Ａ

広く ボラ ンティ ア活動の啓蒙を継続し 、 その上

で市民がボラ ンティ ア活動へ関心を寄せ、 実際

に参画するきっかけの場づく り に工夫が必要で

ある。

③

福祉車両やボ

ラ ンティ アの

活用
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ２ ） 　 福祉サービスの充実

　 　 Ⅲ　 その他のサービス

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

特別障害者手当・ 障害児福祉手

当・ 重度心身障害者（ 児） 介護手

当・ 福祉年金等の各種手当を支給

し ます。

社会福祉課

特別障害者手当

等給付事業

重度心身障害者

(児)介護手当給

付事業

障害者福祉年金

給付事業

R6

　 特別障害者手当 　 　 　 　 　 　 　 37人

　 障害児福祉手当 　 　 　 　 　 　 　 16人

　 重度心身障害者（ 児） 介護手当　 1人

　 福祉年金　 　 　 　 　 　       　 1 ,972人

R7

　 特別障害者手当　 　 　 　 　 　 　  37人

　 障害児福祉手当 　 　 　 　 　 　 　 16人

　 重度心身障害者（ 児） 介護手当　 1人

　 福祉年金　 　 　 　 　 　 　 　    1 ,989人

Ａ
引続き制度の周知に努め、 各種手当が必要な人

への支給を実施する。

特別児童扶養手当を支給し ます。 福祉総務課
特別児童扶養手

当

適正支給に努めた。

　 認定者数

　 　 R6　 94人

　 　 R7　 85人

Ａ 継続し て実施する。

広報紙、 ケーブルテレビ、 パンフ

レッ ト の活用を通じ て各種制度の

周知と 利用促進に努めます。

社会福祉課 ―
広報紙や窓口でのパンフレッ ト 配布等で周知を

図った。
Ａ

各種制度の周知についてさ ら に充実を図るた

め、 リ ーフレッ ト ・ チラ シ等の作成や配布方法

を検討する。

「 障害者福祉のし おり 」 を通じ て

税の軽減、 公共料金・ 有料道路の

割引等各種制度を周知し 、 障害の

ある人の経済的負担の軽減を図り

ます。

社会福祉課 ―

手帳交付時や来所相談時にし おり を利用し て説

明を実施し 、 制度の周知に努めた。 また、 し お

り は年１ 回程度更新し 、 加東市ホームページで

公開し た。

Ａ
引き続き、 制度改正等に対応するため必要に応

じ て内容を更新し 、 適正な情報提供に努める。

③

制度的無年金

障害者福祉給

付金の支給

年金制度上の理由から 、 障害基礎

年金を受給できない外国籍障害者

等に福祉給付金を支給するこ と に

よ り 、 生活の安定と 福祉の向上を

図り ます。

社会福祉課

制度的無年金障

害者等福祉給付

金給付事業

実施中。

給付実績： H28年3月～受給者なし
Ａ

現在、 制度対象者はいないが、 引き続き事業を

実施する。

①
各種障害者手

当等の支給

②
各種制度の広

報・ 啓発
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ２ ） 　 福祉サービスの充実

　 　 Ⅲ　 その他のサービス

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

④
指定難病患者

等への支援

障害者総合支援法の対象と なる難

病等について周知を図り 、 難病患

者等の自立と 社会参加を促進し ま

す。

社会福祉課
自立支援サービ

ス等給付事業

障害者手帳を所持し ておら ず、 障害者総合支援

法の対象と なる難病患者等に対し て障害福祉

サービスの支給決定及び補装具費の給付を実施

し た。

　 R6

　 　 障害福祉サービス利用者　 0人

　 　 補装具費給付者　 　 　 　 　 1人

　 R7

　 　 障害福祉サービス利用者　 1人

　 　 補装具費給付者　 　 　 　 　 0人

Ａ

障害者総合支援法の対象と なる疾病を正し く 把

握し 、 必要と 認めら れた支援を適切に受けるこ

と ができるよ う 努める。
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ３ ） 　 地域生活支援事業の推進

　 　 Ⅰ　 必須事業

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

① 相談支援事業

指定特定相談支援事業者に加東市

障害者相談支援センタ ーの運営を

委託し 、 専門的・ 総合的な相談支

援体制の充実を図り ます。

社会福祉課

障害児（ 者） 相

談支援センタ ー

運営事業

障害者相談支援センタ ーの運営をH29年度から

社会福祉法人でんでん虫の会に委託。 専門的・

総合的な相談支援を実施し た。

　 基本相談件数

　 　 R6　 実： 93、 延： 204

　 　 R7　 実： 51、 延： 143

Ａ

R6年4月社会福祉課内に開所し た基幹相談支援

室をはじ め、 障害者相談支援センタ ー等関係機

関と 連携し 、 支援体制を強化する。

②
意思疎通支援

事業

聴覚、 言語機能、 音声機能に障害

のある人の意思疎通を支援するた

めに、 手話通訳者、 要約筆記者、

失語症者向け意思疎通支援者を派

遣し ます。

社会福祉課
意思疎通支援・

支援者派遣事業

手話通訳者派遣件数

　 R6  　   89件

　 R7     108件

設置通訳者派遣件数

　 R6　 　 　 6件

　 R7　 　 　 1件

要約筆記者派遣件数

　 R6         9件

　 R7 　    10件

失語症者向け意思疎通支援者派遣件数

(R6年度から 開始)

　 R6         0件

　 R7         0件

Ｂ

要約筆記者派遣、 手話派遣についても 、 制度の

周知と 利用促進のため設置手話通訳者を雇用し

普及啓発を強化する。
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ３ ） 　 地域生活支援事業の推進

　 　 Ⅰ　 必須事業

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

加東市主催

　 R6・ R7

　 　 手話奉仕員養成講座(入門)　 　 　    全18回

　 　 手話奉仕員養成講座(基礎)　 　 　 　 全22回

　 R6

　 　 手話通訳ステッ プアッ プ講座　 　 　 全15回

北播磨意思疎通支援協会主催

　 R6

　 　 手話通訳者養成講座(通訳Ⅱ)　 　 　 全34回

　 R7

　 　 手話通訳者養成講座（ 通訳Ⅰ） 　    全36回

　 　 手話通訳者養成講座（ 通訳Ⅲ＋ブラ ッ シュ

　 　 アッ プ講座） 　                       　 　   全11回

　 R6・ R7

      手話通訳者統一試験対策講座　  　   　    1回

      パソ コン要約筆記者養成講座フォロ ーアッ

      プ講座　 　 　 　 　 　 　 　 　     　 　 　   　 1回

　 　 登録手話通訳者・ 要約筆記者現任研修

                                                        　 　 各2回

加東市独自講座

　 ミ ニ手話講座

　 　 R6： ３ 回×３ 件　 　 R7： 2回×１ 件

　 夏休み子ども 手話教室

　 　 R6： １ 回　 　 R7： ０ 回

　 全国手話検定対策講座

　 　 R６ ： 1回　 　 R7： １ 回

　 手話出前講座

　 　 R6： １ 回×６ 件　 　 R7： 0回

　 手話を学んだ人のための特別講座

　 　 R6： １ 回　 　 R7： １ 回

市登録手話通訳者数

　 　 R6： 10名　   R7： 10名

市登録要約筆記者数

　 　 R6： ５ 名　 　 R7： ５ 名

Ｂ

手話奉仕員養成事業に加え、 手話通訳者養成事

業の継続的な開催、 また、 加東市独自の講座を

開催し 、 「 手話言語」 や「 聴覚障害者」 につい

ての理解者を増やし 、 受講者の増と 養成を図

る。

②
意思疎通支援

事業

手話通訳者、 手話奉仕員、 要約筆

記者を養成するための各種講座を

開催し 、 支援者の養成を図るこ と

で、 障害のある人が利用し やすい

環境整備に努めます。

社会福祉課
意思疎通支援・

支援者派遣事業
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ３ ） 　 地域生活支援事業の推進

　 　 Ⅰ　 必須事業

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

③
日常生活用具

給付等事業

障害のある人の日常生活の便宜を

図るために必要な用具を給付し ま

す。

社会福祉課

重度心身障害

者（ 児） 日常

生活用具費給

付事業

障害のある人の日常生活の利便を図るために必

要な用具を給付し た。

給付対象者数は、 年々増加傾向にある。

   R6　 988件　 10,164 ,637円

   R7　 897件      9 ,800 ,472円

Ａ

給付用具の内容、 金額等を近隣市町や障害者等

のニーズを参考に検討し ながら 、 今後も 障害の

ある人に必要な用具を給付する。

④ 移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある

人に対し 、 社会生活上不可欠な外

出や社会参加を支援するためガイ

ド ヘルパーを派遣し ます。

社会福祉課
居宅生活支援事

業

市の指定移動支援事業所で実施し 、 利用費を助

成し た。

　 R6

　 　 指定事業所数　 12事業所

　 　 実利用者数　 　 22人

　 　 利用回数　 　 　 671回

　 　 助成額　 　 　 　 3,364 ,002円

　 R7

　 　 指定事業所数　 13事業所

　 　 実利用者数　 　 21人

　 　 利用回数　 　 　 626回

　 　 助成額　 　 　 　 3,213 ,484円

Ａ

市内の事業所が1ヶ 所し か無いため、 市内の障害

福祉サービス事業所に対し 、 居宅介護への参入

も 含め事業実施を促す。

障害のある人に創作的活動、 生産

活動の機会を提供し 、 社会参加や

地域交流を促進する地域活動支援

センタ ーの運営を支援し ます。

社会福祉課

地域活動支援セ

ンタ ー等運営補

助事業

地域活動支援センタ ーの運営を補助

　 市内１ か所

Ａ

障害福祉サービス事業所数が増加し ており 、 現

在、 市内に地域活動支援センタ ー事業所は1か所

し かないが、 地域活動支援センタ ーは障害者の

社会参加支援や居場所づく り の役割があり 、 補

助基準に則って補助を継続する。

障害のある人が、 地域活動支援セ

ンタ ーの利用を通じ て、 社会と の

交流を図れるよ う 支援し ます。

社会福祉課

地域活動支援セ

ンタ ー等運営補

助事業

【 再掲】

地域活動支援センタ ーの運営を補助

　 市内１ か所

Ａ

【 再掲】

障害福祉サービス事業所数が増加し ており 、 現

在、 市内に地域活動支援センタ ー事業所は1か所

し かないが、 地域活動支援センタ ーは障害者の

社会参加支援や居場所づく り の役割があり 、 補

助基準に則って補助を継続する。

⑤
地域活動支援

センタ ー事業
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ３ ） 　 地域生活支援事業の推進

　 　 Ⅰ　 必須事業

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

成年後見制度の啓発と 周知を行い

ます。 併せて、 加東市社会福祉協

議会が行っている日常生活自立支

援事業等の権利擁護事業について

も 啓発、 利用促進を図り ます。

社会福祉課
成年後見制度利

用支援事業

加西市、 多可町と 共同で、 加西市社会福祉協議

会に北はり ま成年後見支援センタ ー業務を委託

し 、 成年後見制度の利用支援・ 促進に関する業

務を実施し た。

Ａ

引き続き、 判断能力が不十分なため困っている

人を成年後見制度につなげる。 また、 専門職と

連携強化を図り 、 地域で生活が継続できるよ う

にする。

障害等のため判断能力が十分でな

い人や家族等から の成年後見制度

に関する相談に応じ 、 必要な情報

や助言を行います。

社会福祉課
成年後見制度利

用支援事業

【 再掲】

加西市、 多可町と 共同で、 加西市社会福祉協議

会に北はり ま成年後見支援センタ ー業務を委託

し 、 成年後見制度の利用支援・ 促進に関する業

務を実施し た。

Ａ

【 再掲】

引き続き、 判断能力が不十分なため困っている

人を成年後見制度につなげる。 また、 専門職と

連携強化を図り 、 地域で生活が継続できるよ う

にする。

障害等のため、 判断能力が十分で

ない人の意思決定を尊重し 、 権利

や財産が守ら れるよ う な支援体制

を整備し ます。

社会福祉課
成年後見制度利

用支援事業

【 再掲】

加西市、 多可町と 共同で、 加西市社会福祉協議

会に北はり ま成年後見支援センタ ー業務を委託

し 、 成年後見制度の利用支援・ 促進に関する業

務を実施し た。

Ａ

【 再掲】

引き続き、 判断能力が不十分なため困っている

人を成年後見制度につなげる。 また、 専門職と

連携強化を図り 、 地域で生活が継続できるよ う

にする。

身寄り ・ 財産のない障害のある人

が成年後見制度を円滑に利用でき

るよ う 申立てや利用に係る費用の

全部又は一部を助成し ます。

社会福祉課
成年後見制度利

用支援事業

R6

　 市長申立　 　 　 0件

　 申立費用助成　 0円

　 利用助成　 　 　 2件　 509 ,260円

R7

　 市長申立　 　 　 0件

　 申立費用助成　 0円

　 利用助成　 　 　 2件　 480 ,000円

Ａ

障害者及びその保護者等の高齢化等によ り 、 今

後利用が増えると 思われるため、 引き続き必要

な支援を実施する。

成年後見制度の利用促進に向け、

中核機関を整備し 、 当事者、 関係

機関と 連携ネッ ト ワーク を構築し

ます。

社会福祉課
成年後見制度利

用支援事業

【 再掲】

加西市、 多可町と 共同で、 加西市社会福祉協議

会に北はり ま成年後見支援センタ ー業務を委託

し 、 成年後見制度の利用支援・ 促進に関する業

務を実施し た。

Ａ

【 再掲】

引き続き、 判断能力が不十分なため困っている

人を成年後見制度につなげる。 また、 専門職と

連携強化を図り 、 地域で生活が継続できるよ う

にする。

⑥
成年後見制度

の利用促進
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ３ ） 　 地域生活支援事業の推進

　 　 Ⅰ　 必須事業

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

市民に対し 、 障害のある人や障害

特性について理解を深めるための

イ ベント や啓発を行います。

社会福祉課 ―

障害者相談支援センタ ーに委託し 、 障害特性に

ついて理解を深めるため、 講演会等の啓発を実

施。

　 R6　 講演会実施　 1回、 福祉マッ プの作成

　 R7　 講演会実施　 2回

Ａ 継続実施。

障害のある人やその家族、 支援者

等が交流し 、 情報交換する活動や

地域貢献活動を支援し ます。

社会福祉課
障害者福祉事務

事業

身体障害者福祉協議会及び手をつなぐ育成会が

実施する地域と の交流活動に対し 、 補助を実施

し た。

Ａ 今後も 活動を支援するため継続実施する。

障害のある人に対するボラ ンティ

アの活動を支援し ます。
社会福祉課

障害者社会参加

促進事業

精神保健福祉ボラ ンティ アグループが実施する

ボラ ンティ ア活動に対し 、 補助を実施し た。
Ａ 今後も 活動を支援するため継続実施する。

⑦

理解促進啓発

及び自発的活

動支援事業
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ３ ） 　 地域生活支援事業の推進

　 　 Ⅱ　 任意事業

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

①
福祉ホーム運

営補助

常時の介護・ 医療の必要はない

が、 家庭環境等の事由で居宅生活

が困難な障害のある人に、 低額で

居室を提供し 、 必要な支援を行う

事業者を支援し ます。

社会福祉課
障害者福祉ホー

ム運営補助事業

福祉ホーム利用者に係る運営費を助成し た。

　 利用者

　 　 R6　 1人

　 　 R7　 1人

　 　 県外（ 京都府） の施設を利用中

Ａ 継続実施

②
訪問入浴サー

ビス事業

重度の身体障害のある人に対し 、

訪問によ る入浴サービスを提供す

るこ と で在宅生活を支援すると と

も に、 介護者の負担の軽減を図り

ます。

社会福祉課
地域生活支援事

業

介護保険の訪問入浴サービス事業者に事業を委

託し て、 入浴サービスの提供を実施し た。

　 利用者

　 　 R6　 1人

　 　 R7　 1人

Ａ
近隣で訪問入浴サービスを実施する事業所数が

減少傾向にある。

回復途上の精神障害のある人に対

し 、 外出機会や活動の場を提供

し 、 日常生活訓練等を行います。

社会福祉課
地域生活支援事

業

障害者相談支援センタ ーに委託し て精神障害者

社会参加支援事業を実施し た。 （ 月１ 回）

また、 送迎希望者への送迎サービスを実施し

た。

Ａ
今後も 障害者や家族の生活状況に合わせた事業

を実施する。

生活訓練等に参加するための交通

手段が無い利用者に、 送迎サービ

スを実施し 、 利用を促進し ます。

社会福祉課
地域生活支援事

業

【 再掲】

障害者相談支援センタ ーに委託し て精神障害者

社会参加支援事業を実施し た。 （ 月１ 回）

また、 送迎希望者への送迎サービスを実施し

た。

Ａ

【 再掲】

今後も 障害者や家族の生活状況に合わせた事業

を実施する。

④
日中一時支援

事業

障害のある人等の日中における活

動の場の確保と 家族の就労、 介護

者の一時的な休息のための支援と

し て、 一時的に市の指定する事業

所において見守り を行います。

社会福祉課
居宅生活支援事

業

市の指定日中一時支援事業所で実施し 、 利用費

を助成し た。

　 R6

　 　 指定事業所数　 16事業所

　 　 実利用者数　 　 22人

　 　 助成額　 　 　 　 6,517 ,964円

　 R7

　 　 指定事業所数　 17事業所

　 　 実利用者数　 　 22人

　 　 助成額　 　 　 　 8,997 ,272円

Ａ

市内の事業所が1か所し か無いため、 市内の障害

福祉サービス事業所に対し 、 短期入所への参入

も 含め事業実施を促す。

③ 生活訓練等
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ３ ） 　 地域生活支援事業の推進

　 　 Ⅱ　 任意事業

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

社会福祉課

（ 加東市ふれあ

いパラ 伝ピッ ク

スポーツ大会）

障害のある人を対象と し て、 相互交流を目的と

し たスポーツ大会を実施。

　 R6

　 　 実施日： 令和６ 年１ ０ 月２ ６ 日（ 土） 午前

　 　 参加者数： ９ ５ 名（ スポーツ推進委員・

　 　 市・ 社協職員除く ）

　 R7

　 　 実施日： 令和８ 年２ 月２ １ 日（ 土） 午前

　 　 参加者数： ８ ３ 名（ スポーツ推進委員・

　 　 市・ 社協職員除く ）

Ａ

事業開始から 十数年経過し ており 、 参加者層も

変化し ているため、 今後の事業のあり 方を検討

する。

社会福祉課
障害者社会参加

促進事業

障害者スポーツ教室参加者（ 障害者グラ ウンド

ゴルフ大会、 ニュースポーツ教室） 及びふれあ

いパラ 伝ピッ ク を開催し た。

Ａ
今後も 障害者の社会参加の促進、 体力増進及び

交流を図るため、 継続実施する。

生涯学習課 ―

パラ 伝ピッ ク 実行委員会に出席し 、 協議内容や

運営の決定について事業協力し た。

　 R6　 3回

　 R7　 4回

Ａ
競技種目及び進行について、 事務局等と 協議す

る機会を増やし 、 今後も 協力実施する。

身体障害のある人の社会参加と 就

労等を促進するため、 自動車運転

免許取得費・ 自動車改造費の助成

を行い、 身体障害のある人の生活

の充実、 向上を図り ます。

社会福祉課
障害者社会参加

促進事業

身体障害者の社会参加と 就労等を促進するた

め、 自動車運転免許取得費、 自動車改造費の助

成を行った。

　 自動車改造費助成

　 　 R6　 １ 件

　 　 R7　 １ 件

Ａ
今後も 身体障害者の社会参加と 就労等を促進す

るため、 継続実施する。

⑥
更生訓練費給

付事業

訓練施設に通所、 入所する障害の

ある人に対し 、 訓練に必要な経費

等を補助するこ と で、 社会復帰を

促進し ます。

社会福祉課
地域生活支援事

業

障害者自立訓練施設への通所者に対し 、 材料費

や交通費を補助し 、 自立を支援し た。

　 R6　 利用者　 1人　 助成額　 20,500円

　 R7　 利用者　 1人　 助成額　 23,100円

Ａ
今後も 障害者の自立を支援するため継続実施す

る。

障害のある人がスポーツ・ レク リ

エーショ ン活動等を通じ て体力増

進や交流を図るための大会や教室

を、 障害者団体・ 支援団体に委託

し て開催し ます。

⑤
社会参加促進

事業
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４ ． 自立した生活をおく るために　 ～福祉サービスの充実～

（ ４ ） 　 障害児通所支援サービスの充実

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

療育の必要な子ども に対し て、 活

動・ 療育の場が提供できるよ う 、

障害児通所支援事業所の充実及び

障害児通所支援サービスを適切に

提供できる体制の確保を図り ま

す。

社会福祉課
障害児通所給付

費等給付事業

療育が必要な子ども に対し て、 障害児通所支援

サービスを支給決定し 、 活動・ 療育の場の提供を

行った。

　 R6　 164人

　 R7　 197人

Ａ

現在、 市内（ 特に東条地区） の障害児通所支援

事業所数が不足し ている。 引き続き、 療育が必

要な子ども を適切にサービスにつなげるこ と が

できるよ う 、 事業への新規参入及び拡充を促

す。

わかあゆ園において、 医療(訓

練） を伴う 児童発達支援などの障

害児通所支援サービスを実施し ま

す。

わかあゆ園

児童発達支援事

業

保育所等訪問支

援事業

発達の遅れや障害のある子ども を対象に保護者と

と も に通園し 、 リ ハビリ テーショ ンや保育等の療

育を行う と と も に、 保育所等訪問支援事業にも 取

り 組み、 地域で豊かに過ごせるよ う 子ども と その

家族の支援を実施し た。

　 R6

　 　 児童発達支援事業

　 　 　 通園児（ 契約児） 38人（ 内加東市　 25人）

　 　 　 外来児　 　 　      105人（ 　 〃　 　    65人）

　 　 保育所等訪問支援事業

　 　 　 契約児　 　 　 　  　 　 9人（ 内加東市　 5人）

　 　 　 延訪問件数　 　  　  33件（ 　 〃　 　  19件）

　 R７

　 　 児童発達支援事業

　 　 　 通園児（ 契約児） 46人（ 内加東市　 30人）

　 　 　 外来児　 　 　 　 　 85人（ 　 〃　 　 　 45人）

　     保育所等訪問支援事業

　 　 　 契約児　 　 　 　  　 　 4人（ 内加東市　 2人）

　 　 　 延訪問件数　 　  　  15件（ 　 〃　 　 　 9件）

Ａ

よ り 良い療育を提供する組織体制（ 人材確保）

の確保をする。

子ども たちが、 地域で楽し く 自立し て過ごせる

よ う 、 子ども と その家族を支援するため、 引き

続き事業を実施する。

①

地域における

療育体制の充

実
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５ ． 安全で快適なく ら しのために　 ～福祉のまちづく り ～

（ １ ） 　 福祉のまちづく り の整備推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

障害のある人や高齢者、 すべての

市民が心豊かにいきいきと 生活で

きるまちをめざす県の「 福祉のま

ちづく り 条例」 に基づき、 相談・

指導を行います。

都市政策課 都市計画事業

県の「 福祉のまちづく り 条例」 に基づき、 特定施

設等の届出や建築確認制度と の連動によ り 、 相

談・ 指導を行った。

Ｂ 相談・ 指導体制を継続する。

コミ ュニケーショ ンボード など支

援ツールの活用等によ り 、 投票し

やすい環境づく り に努めます。

委員会事務局

衆議院議員総選

挙及び最高裁判

所裁判官国民審

査事業

県知事選挙事業

　 選挙時の各投票所に、 コミ ュニケーショ ンボー

ド を設置し 、 周知用チラ シの貼り 付けを行った。

R6

　 選挙： 令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙

　 　 　 　 令和6年11月17日執行兵庫県知事選挙

　 ・ 期日前投票所　 　 1箇所×2選挙

　 ・ 当日投票所　 　  22箇所×2選挙

R7

　 選挙： 令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙

　 　 　 　 令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙

　 ・ 期日前投票所　 　 1箇所×2選挙

　 ・ 当日投票所　 　  22箇所×2選挙

Ａ
継続的にコミ ュニケーショ ンボード の設置に努

める。

既存施設の改修又は更新等にあ

たっては、 障害のある人の利用頻

度の高い施設から 計画的にバリ ア

フリ ー化を進めます。

管財課 ―

既存施設の改修及び更新等にあたっては、 全庁的

にバリ アフリ ーなどユニバーサルデザイ ン化を推

進し た。

Ａ

存続が決定し ている施設については、 ユニバー

サルデザイ ン化を推進し 、 誰も が利用し やすい

施設を整備する。

公共施設の新設の際には、 ユニ

バーサルデザイ ンの考えに基づ

き、 誰も が利用し やすい施設と し

て整備し ます。

管財課 ―

令和6年度

加東市中央防災備蓄倉庫、 消防団本団詰所の開設

においては、 バリ アフリ ー化など誰も が利用し や

すい施設と し て整備し た。

令和7年度

施設の新設整備なし

Ａ

新設する施設については、 ユニバーサルデザイ

ン化を推進し 、 誰も が利用し やすい施設を整備

する。

①
福祉のまちづ

く り の推進

②

公共施設のバ

リ アフリ ー化

の推進
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５ ． 安全で快適なく ら しのために　 ～福祉のまちづく り ～

（ １ ） 　 福祉のまちづく り の整備推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

③

公営住宅のバ

リ アフリ ー化

の推進

障害のある人等に配慮し た居室内

や共用部分への手すり の設置及び

段差解消等のバリ アフリ ー化を推

進し ます。

都市政策課

公営住宅建設事

業

公営住宅維持補

修事業

加東市営住宅長寿命化計画に基づき、 市営住宅の

入居者が健康で文化的な生活が営めるよ う 、 バリ

アフリ ー化や居住性を向上するための改修を嬉野

台団地及び家原団地で実施し た。

Ｂ

加東市営住宅長寿命化計画に基づき、 計画的な

維持管理を行う と と も に、 屋内の段差解消、 手

すり の設置や現在の生活スタ イ ルに合った仕様

や設備への改修を実施し 、 健康で文化的な生活

が営める市営住宅を提供する。

④

民間施設のバ

リ アフリ ー化

の促進

事業者等へバリ アフリ ー法やユニ

バーサルデザイ ンについて理解と

周知を図り 、 施設の整備や改善を

要請し ていきます。

都市政策課
ユニバーサル社

会づく り 事業

ユニバーサル社会づく り 推進地区内における地区

管理施設等のバリ アフリ ー化の意向について情報

収集し た。

Ｂ

ユニバーサル社会づく り 推進地区内における地

区管理施設等のバリ アフリ ー化改修について

は、 地区の負担も 伴う こ と から 、 その整備に対

する地区の必要性の高まり や理解が必要と なる

ため、 地区の意向を確認し た上で、 補助制度の

内容説明や活用促進の呼び掛けを検討する。

社会福祉課 ― 未実施 Ｃ
事業所が集まる会議等の機会を捉え、 環境整備

について周知する。

商工観光課 ―

市内事業者への発信ツールである商工業かわら 版

公式LINEにて環境整備の促進を要請できる体制を

継続し た。

　 情報発信回数

　 　 R6　 ０ 回

　 　 R7　 ０ 回

Ｂ

今後も 事業者へ情報発信できる体制を継続し 、

環境整備の促進に係る制度の改正等、 関係機関

から の情報提供があった際は、 必要に応じ た情

報発信に努める。

⑥
地域生活の支

援の充実

県や近隣市町及び関係機関と 調整

を図り 、 公営住宅や空き家を利用

し たグループホームの開設につい

て情報提供や支援に努めます。

社会福祉課 ― 未実施 Ｃ
今後グループホーム開設の相談があれば、 関係

機関と 調整を図る。

職場環境の改

善促進
⑤

障害のある人が仕事をする際に必

要なスロ ープや障害者用ト イ レの

設置等、 環境整備の促進を事業所

等に働きかけます。
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５ ． 安全で快適なく ら しのために　 ～福祉のまちづく り ～

（ １ ） 　 福祉のまちづく り の整備推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

社会福祉課

重度心身障害者

（ 児） 日常生活

用具給付事業

重度心身障害者（ 児） 日常生活用具給付事業居宅

生活動作補助用具を給付する。

　 Ｒ 6　 支給件数　 0件， 実績額　 0円

　 Ｒ 7　 支給件数　 0件， 実績額　 0円

Ｂ
人生いきいき住宅助成事業と 一体的に継続実施

する。

高齢介護課

居宅介護住宅改

修事業

居宅介護予防住

宅改修費給付事

業

介護保険居宅介護住宅改修事業を実施し た。

　 R6

　 　 居宅介護住宅改修費　 87件　 8,079 ,814円

　 　 介護予防住宅改修費　 37件　 3,842 ,806円

　 R7

　 　 居宅介護住宅改修費　 97件　 8,206 ,904円

　 　 介護予防住宅改修費　 40件　 3,750 ,566円

Ａ
高齢者等がいつまでも 在宅で生活できるよ う 引

き続き実施する。

社会福祉課

重度心身障害者

（ 児） 日常生活

用具給付事業

【 再掲】

重度心身障害者（ 児） 日常生活用具給付事業居宅

生活動作補助用具を給付する。

　 Ｒ 6　 支給件数　 0件， 実績額　 0円

　 Ｒ 7　 支給件数　 0件， 実績額　 0円

Ｂ

今後も 高齢介護課と 連携し 、 障害のある人等の

個々の実情に応じ た適切な住宅改修が行えるよ

う 相談体制の充実を図る。

高齢介護課
人生いきいき住

宅助成事業

　 R6

　 　 障害者利用件数　 1件（ 療育B）

　 　 障害者助成金額　 467,000円

　 R7

　 　 障害者利用件数　 0件

　 　 障害者助成金額　 0円

Ａ

個々の実情に応じ た適切な住宅改修が行えるよ

う 、 専門職によ る立ち合い確認等今後も 相談体

制の充実に努める。

障害のある人等の個々の実情に応

じ た適切な住宅改修が行えるよ

う 、 相談体制の充実に努めます。

⑦

手すり の取付や段差の解消等の小

規模な住宅改修によ り 、 障害のあ

る人の日常生活を支援し ます。

住宅改修によ

る在宅生活支

援
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５ ． 安全で快適なく ら しのために　 ～福祉のまちづく り ～

（ ２ ） 　 移動手段の整備

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

道路パト ロ ールや市民から の情報

提供によ り 、 改善が必要な箇所の

把握に努めます。

土木課

道路維持管理事

業（ 道路パト

ロ ール、 道路修

繕）

加東市内を2ブロ ッ ク に分けて、 月１ 回の業者委

託によ る道路パト ロ ールを実施し た。
Ａ 道路パト ロ ールを今後も 継続し て実施する。

歩道の段差解消、 障害物の撤去な

ど、 安全な道路の整備を進めま

す。

土木課

転落防止柵設置

事業、 歩行帯整

備事業

歩行者が安全に安心し て歩ける歩行空間を確保

するため、 歩道の整備工事を実施し た。

R6

・ 市道社貝原線歩道整備工事　 L= 75ｍ

R7

・ 市道社喜田線歩道整備工事　 L= 90ｍ

Ａ

道路改良によ る歩道の新設及び歩行帯の確保に

努め、 安全な通行空間を構築する。

道路の管理延長が525kmあり 、 舗装が老朽化し

た路線が多いため、 修繕は長期的になる。

①

道路や歩道な

どの交通環境

の整備
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５ ． 安全で快適なく ら しのために　 ～福祉のまちづく り ～

（ ２ ） 　 移動手段の整備

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

既存の地域公共交通の拡充や新た

な地域公共交通の導入によ り 、 買

い物や通院などの移動手段を確保

し ます。

企画政策課

（ R6）

高齢介護課

（ R7～）

デマンド 型交通

令和６ 年度

令和6年1月から 、 障害のある人、 介護認定等を

受けている人を対象に、 タ ク シーを活用し たデ

マンド 型交通の実証実験を開始し 、 買い物や通

院などへの移動手段を確保し た。 また、 引き続

き継続し て検証を実施するため、 令和6年6月ま

でと し ていた実証実験の期間を令和7年3月まで

延長し 、 さ ら に令和6年7月には、 よ り 利便性の

高いデマンド 型交通の構築を目指すため、 バス

事業者と 協議し 乗降制限緩和を行い、 運賃負担

額の変更を実施し た。

　 障害者等登録者数： 101人

　 （ 視覚障害3人、 肢体不自由41人、 身体障害

　 者手帳1級・ 2級56人、 療育手帳Ａ判定1人）

令和７ 年度

令和６ 年度までのデマンド 型交通事業の実証実

験を踏まえ、 令和７ 年度から 高齢者・ 障害者等

を対象に福祉施策と し て実施し 、 移動範囲を拡

大し 、 継続的な外出支援を行った。

　 障害者等登録者数： 196人

　 （ 視覚障害8人、 肢体不自由73人、 身体障害

　 者手帳1級・ 2級111人、 平衡機能障害1人、

　 精神障害者保健福祉手帳１ 級１ 人、 療育手帳

　 Ａ判定2人）

Ａ
障害のある人が、 使いやすく なるよ う 、 利便性

の高いデマンド 型交通を確立する。

加東市社会福祉協議会が実施する

福祉有償運送事業を支援するこ と

によ り 、 障害のある人等への移動

手段の維持確保を図り ます。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

福祉有償運送事

業

公共交通機関を利用するこ と が困難な高齢者、

障害者等に対し て移動手段を提供するこ と によ

り 地域福祉の増進を図れるよ う 実施し た。

　 利用者数

　 　 R６ 　 延７ ７ 人

　 　 R７ 　 延５ ６ 人

Ａ
適切かつ安全な事業運営が図れるよ う 、 車輛の

整備と 運転者の育成に努める。

②
移動手段の確

保の支援
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５ ． 安全で快適なく ら しのために　 ～福祉のまちづく り ～

（ ３ ） 　 要支援者対応の充実強化

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

福祉総務課 ―

避難行動要支援者名簿を作成し 、 地域の関係機

関等と 情報を共有し た。

　 障害者手帳を所持する名簿登録者

　 　 R6   373  人　 (R7 .1月末現在)

　 　 R7　 482  人　 (R8 .1月末現在)

　 【 内訳】

　 　 R6　 情報共有への同意者　 292人

　 　 　 　  推定同意者　  81人(R7.1月末現在)

　 　 R7   情報共有への同意者　 378人

　 　        推定同意者  104人(R8.1月末現在)

Ａ

災害時や緊急の際には、 地域の中で避難行動要

支援者の支援が行われるよ う 、 避難行動要支援

者名簿の作成、 管理を行う 。

防災課 ―

・ 福祉避難所設置運営マニュアルを作成し 、 福

祉避難所に関する協定締結施設に共有し てい

る。

・ 令和7年度に、 「 福祉避難所設置運営に関する

意見交換会」 に参加し 、 福祉避難所の運営につ

いて説明を行った。

Ｂ

福祉総務課・ 高齢介護課・ 社会福祉課と 連携を

図り 、 避難行動要支援者への対応に向けて個別

の避難計画の作成を進める。

福祉総務課 ―

災害時や緊急の際に、 地域の中で避難行動要支

援者の支援が行われるよ う 、 区長（ 自治会長）

及び民生委員・ 児童委員等と 避難行動要支援者

の情報を共有し 、 地域ぐるみの支援体制の構築

に努めた。

　 R6

　 ・ 民生児童委員連合会定例会での防災研修会

　 　 （ R6.6 .20）

　 ・ 東条地域民生児童委員協議会での避難行動

　 　 要支援者名簿の地域での活用方法について

　 　 の意見交換会（ R6.7 .16）

　 R７

　 ・ 社地域民生児童委員協議会で防災研修

　 　 （ R7.7 .8）

Ｂ

災害時や緊急の際に、 地域の中で避難行動要支

援者の支援が行われるよ う 、 民生児童委員協議

会において防災に関する研修会等を実施し 、 地

域ぐるみの避難行動要支援者への支援体制の構

築に努める。

防災課 ―

自主防災組織が主催する防災訓練において、 講

話を実施し た。

　 R６ 　 ９ 回　 　 R７ 　 ４ 回

自主防災組織と 学校の合同訓練を実施し た。

　 R６ 　 １ 回　 　 R７ 　 ２ 回

Ｂ 継続実施。

避難行動要支援者名簿・ 個別避難

計画を作成・ 管理し 、 避難支援等

関係者と と も に災害時の連携や救

援体制の確立に努めます。

民生委員・ 児童委員、 地区（ 自主

防災組織） 、 関係福祉団体などと

の連携によ る見守り 活動のネッ ト

ワーク 化を進め、 地域ぐるみの避

難行動要支援者支援体制の構築を

図り ます。

避難行動要支

援者への対応

強化

①
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５ ． 安全で快適なく ら しのために　 ～福祉のまちづく り ～

（ ３ ） 　 要支援者対応の充実強化

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

福祉総務課 ―

個別避難計画の作成に取り 組んだ。

　 個別避難計画作成件数

　 　 R６ 　 １ ２ 人

　 　 R７ 　 １ ３ 人

Ｂ

個別避難計画の作成に取り 組み、 地域の中で避

難行動要支援者の支援が行われるよ う 支援す

る。

社会福祉課 ―

市内相談支援事業所と 避難行動要支援者名簿の

情報を共有し 、 個別避難計画作成に向けて調整

を行った。 日々の相談支援のなかで避難行動に

支援が必要な方を把握し 、 個別の避難計画作成

を促し た。

　 個別避難計画作成件数

　 　 R6　 1件

　 　 R7　 1件

Ｃ

関係機関と 連携し 、 優先度の高い避難行動要支

援者に対し て、 個別避難計画作成にかかる情報

共有、 啓発を行う 。

高齢介護課 ―

市内居宅介護支援事業所と 避難行動要支援者名

簿の情報を共有し 、 個別避難計画作成に向けて

調整を行った。

　 個別避難計画作成件数

　 　 R6　 4件

　 　 R7　 4件

Ｃ

優先度の高い避難行動要支援者が円滑な避難に

つながるよ う 、 個別避難計画作成の必要性につ

いて啓発を行い、 防災意識の向上を図る。

避難行動要支

援者への対応

強化

①
優先度の高い避難行動要支援者の

個別避難計画作成を進めます。
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５ ． 安全で快適なく ら しのために　 ～福祉のまちづく り ～

（ ３ ） 　 要支援者対応の充実強化

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

防災行政無線システムの文字表示

装置やかと う 安全安心ネッ ト に代

わる情報伝達手段への研究を進

め、 こ れら の情報伝達手段を使用

するか、 新たな情報伝達手段を導

入するか、 長期的に検討し ます。

防災課

防災行政無線か

と う 安全安心

ネッ ト

ひょ う ご防災

ネッ ト アプリ

防災行政無線（ 文字表示装置含む） 、 かと う 安

全安心ネッ ト 、 ひょ う ご防災アプリ を活用し た

情報伝達を行った。

　 かと う 安全安心ネッ ト への登録件数

　 　 R６ 　 6,140件

　 　 R７ 　 6,037件

Ｂ

防災行政無線戸別受信機・ 文字表示装置やかと

う 安全安心ネッ ト のほか、 様々な情報伝達手段

を活用し 、 災害時の情報提供の充実を図る。

災害時の避難所における障害のあ

る人等に配慮し た情報提供に努め

ます。

社会福祉課 ―
地域の関係機関等と 避難行動要支援者名簿の情

報を共有し た。
Ｂ

個別避難計画を作成し ていく にあたり 、 関係機

関と の共有と 連携を図る。

障害者支援施設、 障害福祉サービ

ス事業所等、 障害のある人が利用

する施設について、 警察等関係機

関と 連携するこ と で防犯対策を強

化し ます。

防災課

・ 安全安心のま

ちづく り 活動補

助金の支給

・ 防犯グループ

及び防犯協会へ

の活動支援

・ 防犯グループ及び防犯協会の活動を支援し

た。

・ 特殊詐欺被害対策機能付き電話機等の購入及

び設置費用に対する補助を実施し た。

　 申請件数

　 　 R６ 　 134件

　 　 R７ 　   82件

Ｂ

多様化する特殊詐欺被害の未然防止や防犯活動

を支援するため、 安全安心のまちづく り 活動補

助金の周知を図り 活用を促進する。 また、 警察

や防犯協会等関係機関と の連携を強化する。

障害のある人等が犯罪に巻き込ま

れないよ う 、 地域における見守

り ・ 防犯体制の確立について普及

啓発及び支援を行います。

社会福祉課 ―
個別のケースについて障害者相談支援センタ ー

と と も に関係機関と 連携し 、 支援を行った。
Ｂ

個別のケースに応じ て関係機関と 連携し 、 支援

を行っている。 防犯情報については関係機関と

と も に適切な情報提供に努める。

④
交通安全対策

の充実

障害のある人等、 交通弱者を交通

事故から 守るため、 啓発活動や交

通安全教室を行い、 交通マナーの

向上に努めます。

防災課
高齢者交通安全

教室

高齢者を対象と し た交通安全教室を開催し た。

　 参加者数

　 　 R６ 　 47人

　 　 R７ 　 16人

Ｂ

高齢者が関係する交通事故が増加し ているこ と

から 、 交通ルールの順守と 正し い交通マナーの

実践を身に付けるため、 座学や実車によ る交通

安全教室を継続し て実施する。

③
防犯対策の推

進

障害のある人

に配慮し た情

報伝達手段の

拡充

②
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６ ． 共感しあえる地域づく り のために　 ～人権尊重のまちづく り ～

（ １ ） 　 人権教育・ 啓発活動の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

一人ひと り の児童生徒が、 人権の

意義・ 内容や重要性について理解

し 、 自分の大切さ と と も に、 他の

人の大切さ を認めるこ と ができる

よ う にするため、 「 学習活動づく

り 」 や「 人間関係づく り 」 と 「 環

境づく り 」 が一体と なった取組を

推進し ます。

学校教育課
加東市小中学校

人権教育講演会

小学校及び義務教育学校5、 6年生、 中学生及び

義務教育学校７ ～９ 年生を対象と し た人権教育

講演会を3会場で開催し 、 人権問題に対する正し

い理解と 認識を深め、 人権意識や自己肯定感の

高揚を図った。

　 R6

　 　 実施時期： 令和６ 年９ ～1１ 月

　 　 講師： 伊藤真波さ ん、 小林祐梨子さ ん（ ２

　 　 会場） 、 野口健さ ん、 根木慎志さ ん

　 R7

　 　 実施時期： 令和７ 年９ 月～11月

　 　 講師： 岩本重雄さ ん、 副島淳さ ん、 アク ア

　 　 マリ ンミ マスさ ん・ Sachicoさ ん

Ａ

今後も 人権教育講演会の継続的な開催を通じ 、

人権課題の解決に向けた主体的かつ実践的な担

い手の育成に努める。

学校教育課 ―

社会福祉協議会と 連携し 、 福祉体験やボラ ン

ティ ア活動等の実践的な機会を創出するこ と

で、 児童生徒の豊かな人間性や社会性、 他者を

思いやる心や責任ある行動力を育成し た。

Ａ

今後も 引き続き、 各学校と 緊密に連携を図り 、

児童生徒が福祉について深く 学ぶ機会の提供

と 、 関連する教育活動の充実に努める。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

ボラ ンティ ア育

成、 福祉学習支

援

学校教育における福祉学習においては、 ボラ ン

ティ アや事業者が福祉体験を指導するこ と で、

学習の場を通し て相互を知る機会と なり 、 福祉

の土壌づく り につながっているも のと 捉えてい

る。

　 実施回数

　 　 R6　 26回

　 　 R7　 35回

Ａ
生徒がこ れら に触れる機会が継続さ れるこ と が

必要である。

総合的な学習の時間等で、 手話言

語を学ぶ機会を確保し 、 聴覚障

害・ 手話言語への理解及び普及を

図り ます。

社会福祉課 ―

学校から の依頼によ り 手話講座を実施し た。

　 単発講座

　 　 R6　 5件（ 福田小、 鴨川小、 米田小、 椿

　 　 　 　  山保育園、 子ども 会）

　 　 R7　 0件

　 ３ 回講座

　 　 R6　 3件（ 滝野東小、 三草小、 社小）

　 　 R7　 1件（ 滝野東小　 ※2回）

Ａ
引き続き、 手話言語を学ぶ機会を提供するため

に学校と 連携し 、 取り 組む。

① 教育委員会と 加東市社会福祉協議

会等が連携し 、 総合的な学習の時

間等に福祉に関する学習やボラ ン

ティ ア活動の意義を学ぶこ と で福

祉と 人権の教育の推進を図り ま

す。

学校での人権

教育・ 福祉教

育の推進
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６ ． 共感しあえる地域づく り のために　 ～人権尊重のまちづく り ～

（ １ ） 　 人権教育・ 啓発活動の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

②

社会教育等で

の人権教育・

福祉教育の推

進

加東市人権・ 同和教育研究協議会

等と 連携し 、 障害の有無にかかわ

ら ず、 誰も が相互に人格と 個性を

尊重し 支え合う 共生社会を実現す

るため人権教育・ 啓発に努めま

す。

人権協働課
地域に学ぶ体験

学習支援事業

・ 中学生対象の「 中学生人権ジュニアリ ーダー

学級」 において講師を招き、 「 私たちの生活と

人権」 と いう テーマで人権学習を実施し た。

　 参加人数

　 　  R6　 20人

 　 　 R7　 28人

・ 小学生対象の「 小学生じ んけん教室」 におい

て、 元東京パラ リ ンピッ ク 日本代表選手を招

き、 シッ ティ ングバレーボール体験を実施し

た。

　 参加人数

　 　 R6　 11人

　 　 R7   　 3人

Ｂ

中学生人権ジュニアリ ーダー学級は参加人数が

増加し たが、 小学生じ んけん教室は減少し た。

し かし 、 アンケート における参加者の満足度は

高いため、 学校等と の連携に加え、 ホームペー

ジや広報を活用し 、 事業の意義や内容を周知す

るこ と で、 参加者の確保を図り ながら 、 引き続

き、 体験型学習に取り 組む。
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６ ． 共感しあえる地域づく り のために　 ～人権尊重のまちづく り ～

（ ２ ） 　 相談支援体制の充実

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

人権協働課

人権相談事業

広域隣保活動事

業

人権に関わる様々な悩み事に対応する人権相談を

実施し た。

　 相談件数

　 　 R6　 16件

　 　 R7　   5件

Ｂ

相談件数が減っているため、 引き続き、 機会を

捉えて相談窓口の周知を行い、 相談があれば、

内容を丁寧に聞き取り ながら 、 必要に応じ て適

切な専門機関・ 担当部署へ繋げる。

社会福祉課 ―

【 再掲】

障害者相談支援センタ ーに委託し 、 障害特性につ

いて理解を深めるため、 講演会等の啓発を実施。

　 R6　 講演会実施　 1回、 福祉マッ プの作成

　 R7　 講演会実施　 2回

Ａ 継続実施

人権協働課
地域に学ぶ体験

学習支援事業

【 再掲】

・ 中学生対象の「 中学生人権ジュニアリ ーダー学

級」 において講師を招き、 「 私たちの生活と 人

権」 と いう テーマで人権学習を実施し た。

　 参加人数

　  　 R6　 20人

 　 　 R7　 28人

・ 小学生対象の「 小学生じ んけん教室」 におい

て、 元東京パラ リ ンピッ ク 日本代表選手を招き、

シッ ティ ングバレーボール体験を実施し た。

　 参加人数

　 　 R6　 11人

　 　 R7　   3人

Ｂ

中学生人権ジュニアリ ーダー学級は参加人数が

増加し たが、 小学生じ んけん教室は減少し た。

し かし 、 アンケート における参加者の満足度は

高いため、 学校等と の連携に加え、 ホームペー

ジや広報を活用し 、 事業の意義や内容を周知す

るこ と で、 参加者の確保を図り ながら 、 引き続

き、 体験型学習に取り 組む。

社会福祉課
障害者福祉事務

事業

職員が合理的配慮を提供できるよ う 全職員対象の

「 障害者差別解消法対応」 研修を2日間で計4回実

施し た。

　 参加人数

　 　 Ｒ 6　 325人

　 　 Ｒ 7　 264人

Ａ
今後も 職員が合理的配慮を提供できるよ う に研

修を実施する。

障害を理由と する差別に関する相

談体制を充実さ せ、 対応や解決に

向けた支援を行います。

障害を理由と する差別の防止や合

理的配慮について、 広く 普及啓発

を行います。

①

障害者虐待と

障害を理由と

する差別の防

止
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６ ． 共感しあえる地域づく り のために　 ～人権尊重のまちづく り ～

（ ２ ） 　 相談支援体制の充実

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

障害者虐待防止に関する理解を深

める取組と と も に、 虐待の発見、

通報に対する体制を整備し ます。

社会福祉課

障害者虐待防止

センタ ー運営事

業

H24年10月加東市福祉事務所社会福祉課内に障

害者虐待防止センタ ーを設置し 、 虐待防止マニュ

アルを策定。 虐待の発見、 通報に対する体制を整

備し た。

　 R6　 虐待通報5件（ 虐待認定3件）

　 R7　 虐待通報6件（ 虐待認定2件）

Ｂ

職員の虐待対応のためのスキルの獲得と 緊急時

の受入施設の確保が課題である。 休日・ 夜間対

応、 基幹相談支援室への障害者虐待防止セン

タ ーの業務移行の検討が必要である。

障害のある人を支援する民生委

員・ 児童委員、 障害者相談員、 障

害者関係団体等に、 障害を理由と

し た差別の防止や合理的配慮に関

する情報を提供し 協力体制を構築

し ます。

社会福祉課 ― 未実施 Ｃ

障害差別の防止や合理的配慮の研修や講演会な

どの情報があれば、 関係機関等に積極的に情報

提供し 、 協力体制の構築を図る。

障害者相談支援センタ ーと 連携

し 、 障害のある人の権利擁護につ

いての相談対応や権利擁護対策と

し て成年後見制度、 地域福祉権利

擁護事業などの利用の支援を行い

ます。

社会福祉課 ―

障害者相談支援センタ ーでの権利擁護に関する相

談件数

　 R6　 42件

　 　 　 （ 基本相談9件、 計画相談33件）

　 R7　 42件

　 　 　 （ 基本相談6件、 計画相談36件）

Ｂ 継続実施

障害のある人、 家族等関係者に成

年後見制度、 地域福祉権利擁護事

業の制度の周知と 利用促進を図り

ます。

社会福祉課
地域福祉権利擁

護事業

金銭管理が必要な場合等は、 社会福祉協議会が行

う 地域福祉権利擁護事業（ 日常生活自立支援事

業） の利用促進を図った。

Ａ
今後も 制度の普及啓発に努め、 適正利用を図

る。

権利擁護の推

進
②

①

障害者虐待と

障害を理由と

する差別の防

止
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６ ． 共感しあえる地域づく り のために　 ～人権尊重のまちづく り ～

（ ３ ） 　 地域福祉活動の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

加東市社会福祉協議会と 連携し 、

ボラ ンティ アコーディ ネータ ーの

設置など、 ボラ ンティ ア団体の活

動支援を行います。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

ボラ ンティ アグ

ループ活動支援

ボラ ンティ ア活動が安定的、 継続的に行われるよ う

ボラ ンティ アセンタ ー登録グループを対象に活動助

成を行った。

【 助成額】 １ グループ上限30,000円／年

　 交付数

　 　 R６ 　 １ ９ グループ

　 　 R７ 　 ２ ２ グループ

Ａ 助成事業によ る効果測定の方法が課題である。

加東市社会福祉協議会が開催する

ボラ ンティ ア養成講座を支援し 、

ボラ ンティ ア育成を促進し て、 障

害のある人のニーズに対応し ま

す。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

ボラ ンティ ア養

成講座

ボラ ンティ ア活動への参画の契機と なるよ う 、 ボラ

ンティ アや福祉を知る講座を開催し た。

R６

　 「 災害支援ボラ ンティ ア養成講座」

　 　 実施日： 令和６ 年１ ０ 月９ 日

　 「 傾聴ボラ ンティ ア養成講座」

　 　 実施日： 令和６ 年７ 月２ ３ 日

　 「 ボラ ンティ ア講座」

　 　 実施日： 令和７ 年３ 月２ ６ 日

R７

　 「 精神保健福祉ボラ ンティ ア養成講座」

　 　 実施日： 令和７ 年７ 月２ 日

　 「 災害支援ボラ ンティ ア養成講座」

　 　 実施日： 令和７ 年１ ０ 月１ ０ 日

　 「 美し く 学ぶ手話講座」

　 　 実施日： 令和８ 年１ 月３ ０ 日

　 「 ひきこ も り 支援と 居場所づく り の実践」

　 　 実施日： 令和８ 年２ 月２ ６ 日

Ａ
広く ボラ ンティ ア活動の普及啓発につながるよ

う 、 講座内容を検討する。

①

ボラ ンティ ア

の活動支援の

充実
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６ ． 共感しあえる地域づく り のために　 ～人権尊重のまちづく り ～

（ ３ ） 　 地域福祉活動の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

加東市社会福祉協議会と 連携し 、

福祉における共助の意識啓発を図

ると と も に、 市民のボラ ンティ ア

参加の促進に向けた取組を支援し

ます。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

Ａ

加東市社会福祉協議会と 連携し 、

障害のある人やボラ ンティ アが実

施する地域での相互交流活動を支

援し ます。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

Ａ

社会福祉課
障害者福祉事務

事業

福祉まつり 等で、 市内の障害福祉サービス事業所が

ブース参加などをし た。
Ａ

催し が、 福祉の輪を広げる機会のひと つと なっ

ている。 引き続き、 交流機会の提供に努める。

福祉総務課

（ 社会福祉

協議会）

「 かと う 福祉ま

つり 」

ボラ ンティ ア活動の普及啓発と 、 障害のある人の地

域社会と の交流の機会を設けた。

内容： ボラ ンティ アグループ活動発表等、 障害のあ

る人によ るパネルディ スカッ ショ ン。

実施日　 R６ 　 令和６ 年１ １ 月２ ３ 日

　 　 　 　 R７ 　 令和７ 年１ １ 月　 ８ 日

Ａ
ボラ ンティ ア活動の更なる普及啓発につながる

よ う 、 実施内容の精査が必要である。

手帳取得者に対し 「 障害者福祉の

し おり 」 等で障害者団体を紹介す

るなど、 障害者団体の活動をサ

ポート し ます。

社会福祉課
障害者福祉事務

事業

定期的に「 障害福祉のし おり 」 の記載内容を更新

し 、 手帳交付時に制度説明と と も に団体を紹介し

た。

Ａ

各障害者団体は新規加入者が少なく 、 会員の高

齢化が進んでいる。 引き続き、 手帳取得者やボ

ラ ンティ ア団体等に呼びかけ、 活動の活性化を

支援する。

障害のある人が人権意識を高めら

れるよ う 、 障害のある人、 家族、

関係機関等に対し 、 啓発と 支援を

行います。

社会福祉課
障害者相談支援

事業

障害者相談支援センタ ーと と も に当事者、 家族、 関

係者に対する障害者理解の研修を実施し た。
Ａ 引き続き研修を実施し 、 啓発と 支援に努める。

③

障害者団体及

び障害のある

人への意識啓

発

市が実施する各種イ ベント を通じ

て、 障害のある人の地域社会と の

交流の機会を提供し ます。

②

市民の意識醸

成及び地域に

おける相互交

流の促進

ボラ ンティ アセ

ンタ ー運営

生活課題を持つ人と ボラ ンティ アが繋がるよ う コー

ディ ネート （ 需給調整） を実施し 、 住民相互の助け

合い活動を推進し た。

・ SNSを活用し た情報発信

・ ボラ ンティ ア活動の普及啓発

　 登録ボラ ンティ ア数

　 　 R６ 　 74グループ、 869人

　 　 R７ 　 77グループ、 875人

・ ボラ ンティ ア災害共済受付事務

住民相互の助け合い、 “ お互いさ ま” の活動が

世代を跨いで受け継がれる取組を検討する。
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６ ． 共感しあえる地域づく り のために　 ～人権尊重のまちづく り ～

（ ４ ） 　 情報の取得及び利用・ 意思疎通に係る施策の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

手話言語強化週間・ 手話フェスタ

等を開催し 、 手話言語の普及を図

り ます。

社会福祉課
手話言語啓発事

業

「 手話言語国際デー」

　 ・ ブルーラ イ ト アッ プ（ 市役所前モニュメ ン

　 　 ト ・ メ モリ アルガーデン、 噴水周り ）

　 ・ ブルーラ イ ト アッ プ協力企業・ 団体

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 R6： 13団体　 R7:12団体

　 ・ スタ ンプラ リ ー参加者

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 R6： 20人　 　 R7:実施なし

「 手話言語強化週間」 （ 11月24日～11月30日）

　 　 協力企業・ 団体　 R６ ： 46件　    R7： 34件

「 かと う 手話フェスタ 」

　 R6　 令和7年2月1日開催

　 　 　 　 出演チーム： 7チーム

　 R7　 実施なし

Ａ

手話奉仕員養成事業に加え、 手話言語を学習で

きる講座の継続的な開催、 また、 市民が手話言

語を目にする機会を増やし 、 興味を持っても ら

える環境を整える。

市民に対し 、 手話講座を開催し 、

聴覚障害・ 手話言語への理解及び

普及を図り ます。

社会福祉課 ―

講座

  R6・ R7

　 手話奉仕員養成講座(入門)全18回

　 手話奉仕員養成講座(基礎)全22回

　 手話通訳ステッ プアッ プ講座（ 全15回）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 R6 実施　 　 R7　 未実施

　 ミ ニ手話講座　 　 　 　 　 　 R6:3件　 　 R7:1件

　 夏休み子ども 手話教室　 　 R6:1件　 　 R7:0件

　 全国手話検定対策講座　 　 R6:1件　 　 R7:1件

　 手話出前講座　 　 　 　 　 　 R6:6件　 　 R7:0件

　 手話う た講座　 　 　 　 　 　 R6:1件　 　 R7:0件

　 手話を学んだ人のための特別講座

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 R6:1件　 　 R7:1件

学校

 R6・ R7

 「 Let's 手話！Forキッ ズ」 の導入

　 加東市内の小中学校で実施

北播磨意思疎通支援協会と し て実施

　 手話通訳者統一試験対策講座 R6:1件　 R7:1件

Ａ

手話奉仕員養成事業に加え、 手話通訳者養成事

業の継続的な開催、 また、 小中学校で手話言語

を学べる環境を整え、 「 手話言語」 や「 聴覚障

害者」 についての理解者を増やし 、 手話講座受

講者の増と 養成を図る。

①
手話言語の普

及啓発
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６ ． 共感しあえる地域づく り のために　 ～人権尊重のまちづく り ～

（ ４ ） 　 情報の取得及び利用・ 意思疎通に係る施策の推進

評価： 「 Ａ（ 十分達成できた） 」 「 Ｂ (概ね達成できた） 」 「 Ｃ （ 達成できなかった） 」

No 施策の展開 取組内容 担当課 該当する事業 現状(実施状況)
実施

評価
課題・ 今後の方向性

広報紙、 ケーブルテレビ、 ホーム

ページ等の情報提供において、 合

理的配慮を行い、 障害のある人へ

の情報保障に努めます。

秘書広報課
ケーブルTV番

組放送

ワイ ド ニュース枠で、 「 一緒に手話を覚えよ う 」

コーナーを設け、 若手職員と 指導者によ る自己紹

介を手話を用いて学ぶ番組を放送し た。

　 放送回数

　 　 R6　 24回

　 　 R7  　 2回

Ｂ

KCVワイ ド ニュースUP!のコーナーと し て「 一

緒に手話を覚えよ う 」 を放送し 、 手話の普及を

図ると と も に、 情報のコーナーに手話を付ける

こ と で障害のある人への情報保障に努める。

点字、 コミ ュニケーショ ンボー

ド 、 手話、 要約筆記など、 障害の

特性に応じ た支援を行い、 障害の

ある人への情報提供体制を確立し

ます。

社会福祉課 ―

ヒ アリ ングループの設置（ イ ベント 等）

　 　 R６ 　 16件

　 　 R７ 　 17件

ヒ アリ ングループ専用受信機の貸出

　 　 R6　 2件

　 　 R7　 0件

タ ブレッ ト によ るチャッ ト 等での相談

　 　 R6・ R7　 実施

ロ グミ ーツ使用での相談

　 　 R6・ R7　 実施

Ｂ

イ ベント 会場等にヒ アリ ングループを設置する

機会は増えているが、 専用受信機の貸出につな

がっていないので、 継続し てPRを続ける。

②

情報の取得及

び利用・ 円滑

な意思疎通に

係る施策の推

進

-54-

-54-


